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第３章 参考資料 

第１節 第４類の危険物の試験方法 

第１ 試験方法 

第４類の危険物（引火性液体）に該当するか否かを判断する試験として引火点測定試験が

規定されているほか、燃焼点測定等のいくつかの確認方法が規定されている。 

１ 物品の状態について 

⑴ 次の品名に属する物品については、液体（温度 20℃で液状であるか、又は、温度 20℃を

超え 40℃以下の温度で液状となるもの）であるものが対象となる。 

ア 特殊引火物 

イ 第１石油類 

ウ アルコール類 

エ 第２石油類 

⑵ 次の品名に属する物品については、温度 20℃で液状であるものが対象となる。 

ア 第３石油類 

イ 第４石油類 

ウ 動植物油類 

（注） 試験物品がある温度で液状であるか否かは、液状確認により行う。 

２ 引火性液体を含有する混合液体については、次の３つの条件の全てを満たすものは、第４

類の危険物には該当しないことが規定されている。（危省令第１条の３第５項） 

⑴ 引火点が 40℃以上であること 

⑵ 燃焼点が 60℃以上であること 

⑶ 可燃性液体量が 40％以下であること 

（注） 「アルコール類」及び「動植物油類」に属する物品については、これとは異なる規定

がなされている。 

（注） 可燃性液体量の確認は、成分組成が明らかな物品については、その成分組成から判

断すればよい。 

なお、第４類に該当しないものは危政令別表第４に掲げる「可燃性液体類」に該当する。 

３ 引火点測定試験 

⑴ タグ密閉式引火点測定器による方法 

次のア又はイに該当するものに適用される。 

ア 引火点（タグ密閉式引火点測定器によるもの）が０℃未満のもの 

イ 引火点（タグ密閉式引火点測定器によるもの）が０℃以上 80℃以下であって、当該温

度における動粘度が 10cSt未満のもの 

⑵ セタ密閉式引火点測定器による方法 

引火点（タグ密閉式引火点測定器によるもの）が０℃以上 80℃以下であって、当該温度

における動粘度が 10cSt以上のものに適用される。 
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⑶ クリーブランド開放式引火点測定器による方法 

引火点（タグ密閉式引火点測定器によるもの）が 80℃以下で測定されないものに適用さ

れる。 

 

          【引火点測定のためのフローチャート】 
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第２ 第４類の危険物の判定フロー 

 

 



 

199 

第３ 第４類アルコール類の判定フロー（H.2.5.22 消防危第 57号質疑） 
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第４ 第４類動植物油類の判定フロー（H.元.7.4消防危第 64号質疑） 
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第２節 建築物関係 

第１ 耐火構造  

耐火構造（建築基準法第２条第７号）とは、壁、柱その他の建築物の部分の構造のうち、

耐火性能（通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止する

ために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準（建

築基準法施行令第 107 条）に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土

交通大臣が定めた構造方法（平成 12 年建設省告示第 1399 号）を用いるもの又は国土交通大

臣の認定を受けたものをいう。  

１ 耐火性能（建築基準法施行令第 107条）に関する技術的基準 

⑴ 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ

次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の

損傷を生じないものであること。（建築基準法施行令第 107条第１号） 

建築物の階 

 

建築物の部分 

最上階及び最上階か

ら数えた階数が２以

上で４以内の階  

最上階から数えた階

数が５以上で14以内

の階  

最上階から数えた階

数が 15以上の階  

 

壁 間仕切壁(耐力

壁に限る。) 

１時間 ２時間 ２時間 

外壁(耐力壁に

限る。) 

１時間 ２時間 ２時間 

柱 １時間 ２時間 ３時間 

床 １時間 ２時間 ２時間 

はり １時間 ２時間 ３時間 

屋根 30 分間 

階段 30 分間 

１ この表において、建築基準法施行令第２条第１項第８号の規定により階数に算入されな

い屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする 

２ 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時問と同一の時間によるものとす

る。 

３ この表における階数の算定については、建築基準法第２条第１項第８号の規定にかかわ

らず、地階の部分の階数は、全て算入するものとする。 

⑵ 壁及び床にあっては、これらに通常の火災による火熱が１時間（非耐力壁である外壁の

延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては、30分間）加えられた場合に、当該加熱面

以外の面（屋内に面するものに限る。）の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれの

ある温度として国土交通大臣が定める温度（以下「可燃物燃焼温度」という。）以上に上昇

しないものであること。（建築基準法施行令第 107条第２号） 

⑶ 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が１時
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間（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあっては 30 分

間）加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるとき裂その他の損傷を生じないもの

であること。（建築基準法施行令第 107条第３号） 

２ 耐火構造の構造方法は、「耐火構造の構造方法」（平成 12 年建設省告示第 1399 号）による

こと。 

第２ 床面積及び階の算定について 

床面積及び階の算定については、「予防事務審査基準」（平成 28 年３月 30 日通達第５号）

を参考とすること。  
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第３節 電気設備の基準 

電気設備は、危険物令第９条第１項第 17 号（他の規定において準用する場合を含む。）

の規定により「電気設備に関する技術基準を定める省令」（平成９年通商産業省令第 52号）

によるほか、次の基準によるものとする。 

第１ 防爆構造の適用範囲 

電気設備を防爆構造としなければならない範囲は、次のとおりとする。 

１ 引火点が 40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合 

２ 引火点が 40度以上の危険物であっても、その可燃性液体の引火点以上の状態で貯蔵し、又

は取り扱う場合 

３ 可燃性微粉が著しく浮遊するおそれのある場合 

第２ 爆発危険箇所の種別 

１ 特別危険箇所（ゾーン０） 

特別危険箇所とは、爆発性雰囲気が通常の状態において、連続して又は長時間にわたって、

若しくは頻繁に存在する場所をいう。特別危険箇所となりやすい場所の例としては、「ふたが

開放された容器内の引火性液体の液面付近」がある。ただし、これは、通風、換気の良好な

場所においては特別危険箇所としての範囲が狭くなり、第一類危険箇所又は第二類危険箇所

と判定されることがある。 

２ 第一類危険箇所（ゾーン１） 

第一類危険箇所とは、通常の状態において、爆発性雰囲気をしばしば生成する可能性があ

る場所をいう。第一類危険箇所となりやすい場所の例を示せば、次のとおりである。 

⑴ 通常の運転、操作による製品の取出し、ふたの開閉などによって爆発性ガスを放出する

開口部付近。 

⑵ 点検又は修理作業のために、爆発性ガスをしばしば放出する開口部付近。 

⑶ 屋内又は通風、換気が妨げられる場所で、爆発性ガスが滞留する可能性のある場所。た

だし、このような場所は、通風、換気がよい場合には、第一類危険箇所としての範囲は狭

くなり、第二類危険箇所又は非危険場所と判定されることがある。 

３ 第二類危険箇所（ゾーン２） 

第二類危険箇所とは、通常の状態において、爆発性雰囲気を生成する可能性が少なく、ま

た生成した場合でも短時間しか持続しない場所をいう。 

⑴ 第二類危険箇所となりやすい場所の例を示せば、次のとおりである。 

ア ガスケットの劣化などのために爆発性ガスを漏出する可能性のある場所。 

イ 誤操作によって爆発性ガスを放出したり、異常反応などのために高温、高圧となって

爆発性ガスを漏出したりする可能性のある場所。 

ウ 強制換気装置が故障したとき、爆発性ガスが滞留して爆発性雰囲気を生成する可能性

のある場所。 

エ 第一類危険箇所の周辺又は第二類危険箇所に隣接する室内で、爆発性雰囲気がまれに

侵入する可能性のある場所。 
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⑵ 爆発性雰囲気の持続とは発生から消滅までをいう。 

⑶ 従来、二種場所（第二類危険箇所に相当）は「異常な状態において、危険雰囲気（爆発性

雰囲気）を生成するおそれのある場所」と定義されていたが、第二類危険箇所は通常の状

態における爆発性雰囲気の生成の可能性によって定義される。例えば配管継手の漏出は一

般に無視できる程度であるが、ガスケットが経年劣化することによって漏出量が増加して

くる可能性があり、これは通常の状態で発生するものである。またリリーフバルブは、異

常反応や誤操作時に作動するものであるが、これは異常な状態ではなく通常の状態での事

象と判断され、この周辺は第二類危険箇所と定義される。つまり通常の状態において想定

すべき事象の範囲がより広くなった点に注意を要する。 

第３ 爆発危険箇所の範囲 

爆発危険箇所（危険度区域）の範囲は、日本産業規格（JIS）C60079-10(2008)「爆発性雰囲

気で使用する電気機械器具-第 10 部：危険区域内の分類」の規定によるほか、次の範囲とす

る。 

１ 屋内における爆発危険箇所の範囲 

⑴ 屋内における爆発危険箇所の範囲は、次によるものであること。 

ア 引火性危険物（前第１、１及び２に掲げる危険物をいう。以下同じ。）を建築物（当該

危険物を取り扱っている部分が壁によって区画されている場合は、当該区画された部分

とする。以下同じ。）内において取り扱う場合は、原則として当該屋内の全域を爆発危険

箇所とするものであること。 

イ 引火性危険物を取り扱う開放設備で移動して使用するものにあっては、その移動範囲

内の全てに危険物があるものとみなすものであること。 

ウ 屋内であっても実態上通風がよく有効に可燃性蒸気が排出される場合にあっては、屋

外における爆発危険箇所の範囲の例によることができる。 

⑵ 爆発危険箇所の範囲の例 

ア 開放容器、詰替装置等の爆発危険箇所は、図３－２－１及び図３－２－２の例による

ものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9 

図３－２－１ 開放容器の例 

備考 

第一類危険個所 

第二類危険個所 

数字の単位：ｍ 

以下同じ。 
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イ ポンプ室は、室内の全てを第二類危険箇所として扱うものであること。 

ウ 屋内貯蔵所にあっては、図３－２－３の例によるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 屋内タンク貯蔵所のタンク専用室については、前ウの例によるものであること。 

オ 販売取扱所の配合室については、室内の部分は第二類危険箇所とするものであること。 

２ 屋外における爆発危険箇所の範囲 

⑴ 屋外における爆発危険箇所の範囲は、次によるものであること。 

ア 移動性のある設備については、前 1、⑴、イの例によるものであること。 

イ 屋外であっても、周囲の状況から実態上通風が悪く可燃性蒸気が滞留するおそれがあ

る場合は、前１の屋内における爆発危険箇所の範囲の例によるものであること。 

⑵ 爆発危険箇所の範囲の例 

ア 開放容器、詰替装置等による爆発危険箇所は、図３－２－４から図３－２－６の例に

図３－２－２ 詰替装置の例 

0.9 

図３－２－３ 屋内貯蔵所の例 
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よるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9 

3 

G.L. 
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図３－２－５ 開放容器の例② 
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イ 屋外貯蔵タンクの爆発危険箇所は、図３－２－７の例によるものであること。  

なお、屋外貯蔵タンク周囲においてドローンその他の可搬式の非防爆構造の電気設備・

器具を使用する場合には、「屋外貯蔵タンク周囲の可燃性蒸気の滞留するおそれのある場

所に関する運用について」（令和４年８月４日消防危第 175号通知）によることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9 1.5 

0.9 

1.5 

G.L. 

0.6 

３ 

タンク 

1.5 

3 

3 

G.L

防油堤 

図３－２－７ コーンルーフタンクの例 

図３－２－６ 詰替装置の例 
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ウ 地下貯蔵タンクの爆発危険箇所は、図３－２－８の例によるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 貯蔵タンクの遠方注入ロの爆発危険箇所は、図３－２－９の例によるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下貯蔵タンク 

0.6 

G.L. 

1.5 1.5 

図３－２－８ 計量口の例 

1.5 

0.6 

0.9 

図３－２－９ 遠方注入口の例 



 

209 

オ 通気管の爆発危険箇所は、図３－２－10の例によるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 簡易貯蔵タンクの爆発危険箇所は、図３－２－11地上式固定給油設備の例を準用する

こと。  

キ 給油取扱所における爆発危険箇所は、図３－２－11から図３－２－14の例によるもの

であること。ただし、可燃性蒸気流入防止構造である固定給油設備は、第３章第 25節「可

燃性蒸気流入防止構造等の基準について」によること。  

なお、給油取扱所に設置した地下タンクについては前ウ、エ及びオを、簡易タンクに

ついては図３－２－11を準用し、懸垂式固定給油設備のポンプ室については、室内を全

て第二類危険箇所とすること。 
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図３－２－10 通気管の例 
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0.6 

0.6 G.L. 

図３－２－12 懸垂式固定給油設備の例 

混合油 

L+1.0 

0.6 

図３－２－13 混合燃料油調合器の例 

0.6 

F.L. 

0.6 

リフト 

図３－２－14 リフト室の例 
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⑶ 石油精製、化学工業（石油化学を含む。）等のプラントの爆発危険箇所については、「危

険物施設における可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所に関する運用について」（平成 31

年４月 24日消防危第 84号通知（令和２年１月 23日消防危第 21号改正））によることがで

きる。予防規程の策定義務対象については、本通知を適用する場合、自主行動計画を予防

規程に添付して認可を受けること。 

第４ 防爆構造の種類 

電気機器の防爆構造の種類は、次に示すとおりである。 

１ 耐圧防爆構造 

容器が、その内部に侵入した爆発性雰囲気の内部爆発に対して、損傷を受けることなく耐

え、かつ、容器の全ての接合部又は構造上の開口部を通して外部の爆発性雰囲気への発火を

生じることのない電気機器の防爆構造 

２ 油入防爆構造 

電気機器及び電気機器の部分を油に浸す構造であり、さらに油の上、又は容器内の外部に

存在する爆発性雰囲気へ発火を生じることがない電気機器の防爆構造 

３ 内圧防爆構造 

容器内の保護ガスの圧力を外部の雰囲気の圧力より高く保持することによって、又は容器

内の爆発性ガスの濃度を爆発下限界より十分に低いレベルに希釈することによって、防爆性

能を確保する電気機器の防爆構造 

４ 安全増防爆構造 

通常の使用中にはアーク又は火花を発生することのない電気機器に適用する防爆構造であ

って、過度な温度の可能性並びに異常なアーク及び火花の発生の可能性に対して安全性を増

加する手段が講じられた電気機器の防爆構造 

５ 本質安全防爆構造 

通常の状態及び仮定した故障状態において、電気回路に発生する電気花火及び高温部が規

定された試験条件で所定の試験ガスが発火しないようにした防爆構造 

６ 特殊防爆構造 

特殊防爆構造とは、１～５以外の構造で、爆発性ガスの発火を防止できることが、試験等

によって確認された構造をいう。 

７ 非点火防爆構造 

電気機器に適用する防爆構造で、正常な運転中には周囲の爆発性雰囲気を発火するおそれ

がなく、また、発火を生じる故障を起こす可能性の少ない構造をいう。 

８ 樹脂充填防爆構造 

電気機械器具を構成する部分であって、火花若しくはアークを発し、又は高温となって点

火源となるおそれがあるものを樹脂の中に囲むことにより、ガス又は蒸気に点火しないよう

にした構造をいう。 

第５ 使用する電気設備 

爆発危険箇所で使用する電気機械器具は、爆発危険箇所の種別に応じ、「電気機械器具防爆
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構造規格（昭和 44 年労働省告示第 16 号。以下「構造規格」※１という。）」に適合するもの

又は構造規格第５条に基づく、構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有すること

を確認するための基準（令和３年８月 12 日基発 0812 第５号。以下「労働基準局長通達」※

２という。）に適合するほか次の事項に留意すること。 

１ 爆発危険箇所の種別ごとの電気機械器具の選定については、表３－２－１を参考とするこ

と。また、第一類危険箇所における安全増防爆構造の機器の選定は、国際整合防爆指針では

適するものとされているが、工場電気設備防爆指針では故障又は劣化によって万一発火源を

生じた場合の防爆性が保証されていないことから適さないものとされている。よって、第一

類危険箇所において安全増防爆構造の機器を選定する場合は、国際整合防爆指針の検定を受

けたものを使用するよう指導すること。 

２ IEC 規格や海外の認証を取得している防爆機器であっても、国内の爆発危険箇所で使用す

る電気機械器具は、検定に合格し、検定合格標章（図３－２－15）を付す必要があり、表示

のない防爆電気機器は使用してはならない旨が示されていることに留意すること。（労働衛生

安全法第 44条の２関係） 

３ 爆発危険箇所における電気工事については、「電気設備の技術基準の解釈（平成 25 年３月

14 日付け 20130215 商局第４号制定）」及び「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 2006）

NIIS-TR-NO.39(2006)」を参考とすること。なお、危険物施設においては、爆発危険箇所以外

の場所においても、一般に行われている工事方法の中で安全度の高いもののみが認められて

いることに留意すること。 

※１ 構造規格の技術的指針としては、労働安全衛生総合研究所が発行する「工場電気設備

防爆指針（ガス蒸気防爆 2006）NIIS-TR-NO.39(2006)」がある。 

※２ 労働基準局長通達では「工場電気設備防爆指針(国際整合防爆指針 2015)」、「工場電気

設備防爆指針(国際整合防爆指針 2018)」及び「工場電気設備防爆指針(国際整合防爆指針

2020)」を引用して基準が定められている。 
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表３－２－１ 電気機器の防爆構造の選定の原則 

（出典：ユーザーのための工場防爆設備ガイド JNIOSH-TR-NO.44(2012)） 
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第６ 電気機械器具の防爆構造の表示等  

１ 防爆構造電気機械器具用型式検定合格標章  

機械等検定規則（昭和 47 年労働省令第 45 号）様式第 11 号で定められている合格標章は、

図３－２－15によって示されるものであること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 電気機械器具の防爆構造の表示 

防爆構造の電気機械器具には、当該機器の本体の見やすい位置に、防爆構造の種類、 対象

とする引火性危険物の蒸気の爆発等級及び発火度等が記号によって示されている。記号は、

構造規格による表記と国際整合防爆指針による表記があるため、次のとおり例示する。  

 

⑴ 構造規格による防爆記号例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２－15 防爆構造電気機械器具用型式検定合格標章 

図３－２－16 防爆記号例① 
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⑵ 国際整合防爆指針（2008）による防爆記号例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図３－２－17 防爆記号例② 
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第４節 危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチック製配管に係る運用基準 

(H.10.3.11消防危第 23号通知) 

第１ 強化プラスチック製配管の範囲等 

次に掲げる強化プラスチック製配管は、危政令第９条第１項第 21号イからニまでに定する

危険物を取り扱う配管の強度、耐薬品性、耐熱性及び耐腐食性に係る位置、構造及び設備の

技術上の基準に適合するものであること。 

１ 強化プラスチック製配管に係る管及び継ぎ手は、日本工業規格Ｋ７０１３「繊維強化プラ

スチック管」附属書２「石油製品搬送用繊維強化プラスチック管」及び日本工業規格Ｋ７０

１４「繊維強化プラスチック管継手」附属書２「石油製品搬送用繊維強化プラスチック管継

手」に定める基準に適合するもので、使用圧力及び取り扱う危険物の種類等の使用条件に応

じて、適切に選択されるものであること。 

２ 強化プラスチック製配管は呼び径 100Ａ以下のものであること。 

３ 強化プラスチック製配管は、火災等による熱により悪影響を受けるおそれのないよう地下

に直接埋設すること。ただし、蓋を鋼製、コンクリート製等とした地下ピットに設置するこ

とができること。 

第２ 強化プラスチック製配管の接続方法 

１ 強化プラスチック製配管相互の接続は、日本工業規格Ｋ７０１４「繊維強化プラスチック

管継手」附属書３「繊維強化プラスチック管継手の接合」に規定する突き合せ接合、重ね合

せ接合又はフランジ継手による接合とすること。 

２ 強化プラスチック製配管と金属製配管との接続は、３のフランジ継手による接合とするこ

と。 

３ 突き合せ接合又は重ね合せ接合は、危政令第９条第１項第 21 号ホ及び危省令第 20 条第３

項第２号に規定する「溶接その他危険物の漏えいするおそれがないと認められる方法により

接合されたもの」に該当するものであること。一方、フランジ継手による接合は、当該事項

に該当しないものであり、接合部分からの危険物の漏えいを点検するため、地下ピット内に

設置する必要があること。 

４ 地上に露出した金属製配管と地下の強化プラスチック製配管を接続する場合には、次のい

ずれかの方法によること。 

⑴ 金属製配管について、地盤面から 65 センチメートル以上の根入れ（管長をいう。）をと

り、地下ピット内で強化プラスチック製配管に接続すること。 

⑵ 金属製配管について、耐火板により地上部と区画した地下ピット内において耐火板から

120mm以上離した位置で強化プラスチック製配管に接続すること（図１参照）。 

なお、施工にあたっては次の点に留意すること。 

ア 地上部と地下ピットを区画する耐火板は次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性

能を有するものとすること。 

イ 耐火板の金属製配管貫通部のすき間を金属パテ等で埋めること。 

ウ 耐火板は、火災発生時の消火作業による急激な温度変化により損傷することを防止す
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るため、鋼製の板等によりカバーを設けること。 

 

表 耐火板の種類と必要な厚さ 

  耐火板の種類 規   格 必要な厚さ 

けい酸カルシウム板 
JIS A5430「繊維強化セメント板」 

表１「0.5けい酸カルシウム板」 
25ｍｍ以上 

せっこうボード 
JIS A6901「せっこうボード製品」 

表 1「せっこうボード」 
34ｍｍ以上 

ALC 板 
JIS A5416「軽量気泡コンクリート 

パネル」 
30ｍｍ以上 

 

５ 強化プラスチック製配管と他の機器との接続部分において、強化プラスチック製配管の曲

げ可とう性が地盤変位等に対して十分な変位追従性を有さない場合には、金属性可とう管を

設置し接続すること。 

６ 強化プラスチック製配管に附属するバルブ、ストレーナー等の重量物は、直接強化プラス

チック製配管が支えない構造であること。 

７ 強化プラスチック製配管の接合は、適切な技能を有する者により施行されるか、又は適切

な技能を有する者の管理の下において施行されるものであること。 

第３ 強化プラスチック製配管の埋設方法 

１ 強化プラスチック製配管の埋設深さ（地盤面から配管の上面までの深さをいう。）は、次の

いずれかによること（図 2参照）。 

⑴ 地盤面を無舗装、砕石敷き又はアスファルト舗装とする場合、60センチメートル以上の

埋設深さとすること。 

⑵ 地盤面を厚さ 15 センチメートル以上の鉄筋コンクリート舗装とする場合、30 センチメ

ートル以上の埋設深さとすること。 

２ 強化プラスチック製配管の埋設の施工は次によること。 

⑴ 掘削面に厚さ 15センチメートル以上の山砂又は６号砕石等（単粒度砕石６号又は３～20

ミリメートルの砕石（砂利を含む。）をいう。以下同じ。）を敷き詰め、十分な支持力を有

するよう小型ビブロプレート、タンパー等により均一に締め固めを行うこと。 

⑵ 強化プラスチック製配管を並行して設置する際には、相互に 10センチメートル以上の間

隔を確保すること。 

⑶ 強化プラスチック製配管を埋設する際には、応力の集中等を避けるため、以下の点に留

意すること。 

ア 枕木等の支持材を用いないこと。 

イ 芯出しに用いた仮設材は、埋戻し前に撤去すること。 

ウ 配管がコンクリート構造物等と接触するおそれのある部分は、強化プラスチック製配

管にゴム等の緩衝材を巻いて保護すること。 
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⑷ 強化プラスチック製配管の上面より５センチメートル以上の厚さを有し、かつ、舗装等

の構造の下面に至るまで山砂又は６号砕石等を用い埋め戻した後、小型ビブロプレート、

タンパー等により締め固めを行うこと。 

 

 

図１ 金属製配管と強化プラスチック製配管の接続例 
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図２ 埋設構造例 
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第５節 電気防食 

第１ 電気防食の方法 

危告示第４条に規定する電気防食の方法は、概ね次のようなものがあること。 

１ 流電陽極方式 

異種金属間の電位差を利用して防食電流を得る方式のもので、流電陽極としては鉄より電

位の低い金属（アルミニウム、マグネシウム、亜鉛等）が使用され、防食電流の流出に伴い

陽極が消耗するもので防食年限に応じた大きさの陽極を埋設する必要がある。 

２ 外部電源方式 

直流電源を設け、そのプラス極に接続された不溶性電極（高硅素鉄、黒鉛、磁性酸化鉄等）

から土壌を通じてマイナス極に接続された防食配管に連続して防食電流を供給する方式であ

る。 
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３ 選択排流方式 

埋設配管と電鉄帰線等との間に排流器を接続して、埋設配管に流れる迷走電流をレールの

方へ戻し、逆にレールから配管の方へ流れる電流は遮断する方式のものである。 

 

第２ 過防食について 

危告示第４条第１号に規定する「過防食による悪影響を生じない範囲」とは、防食被覆を

破壊するおそれのない範囲と考えられ、一般に配管（鋼管）の対地電位平均値が-2.0Vより正

である場合をいう。(S.53.11.7消防危第 147号質疑) 

第３ 電位測定端子 

電位測定端子は、防食電流が到達し難いと想定される場所（地下配管又は地下貯蔵タンク

に近い位置で、かつ、できるだけ陽極又は電極から離れた位置）にも設けること。（H25.2.22

消防危第 25号質疑） 
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第６節 危険物を取り扱う配管の一部へのサイトグラスの設置に関する指針 

（H.13.2.28消防危第 24号通知） 

危険物を取り扱う配管の一部へのサイトグラスの設置にあたっては、政令第９条第１項

第 21号の規定により設置されることとなるが、サイトグラスの材料として、ガラス等の材

料が一般に用いられること等から、次の事項に留意すること。 

第１ 強度 

１ サイトグラスの大きさは必要最小限のものであること。 

２ サイトグラスは、外部からの衝撃により容易に破損しない構造のものであること。 

構造例：サイトグラスの外側に保護枠、蓋等を設けることにより、サイトグラスが衝撃を

直接受けない構造となっているもの、想定される外部からの衝撃に対して安全な強度を有す

る強化ガラス等が用いられているもの等があること。 

構造の例を別紙１に示す。 

第２ 耐薬品性 

サイトグラス及びパッキンの材質は、取り扱う危険物により侵されないものであること。 

材質例：ガソリン、灯油、軽油及び重油等の油類の場合は耐油性パッキン又はテフロン系

パッキン等。酸性、アルカリ性物品の場合はテフロン系パッキン等。 

第３ 耐熱性 

１ サイトグラスは、外部からの火災等の熱によって容易に破損しない構造のものであること。 

構造例：サイトグラスの外側に、使用時以外は閉鎖される蓋を設ける構造等があること。 

構造の例を別紙１に示す。 

２ サイトグラスの取付部は、サイトグラスの熱変位を吸収することが できる構造とすること。 

構造例：サイトグラスの両面にパッキンを挟んでボルトにより取り付ける構造等があること。 

構造の例を別紙２に示す。 

第４ 地下設置の場合の取扱い 

地下設置配管にサイトグラスを設置する場合には、当該サイトグラスの部分を配管の接合

部（溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法による接合以外の方法）と

同様に取り扱うこと。 

第５ その他 

サイトグラスは、容易に点検、整備及び補修等ができる構造とするとともに、サイトグラ

スから危険物の漏えいが発生した場合、漏えい量を最小限とすることのできる構造とするこ

とが望ましいこと。 

構造例：別紙３等があること。また、別紙３の構造の場合の操作方法は別紙４等があること。 
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別紙１ 
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別紙２ 
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別紙３ 
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別紙４ 

 

別紙３の場合の操作方法の例 

図１ サイトグラス使用中の状態 

図２ 点検、整備及び補修等の実施中の状態 

① サイトグラスの使用中は、バルブ(c)は常時閉とする。 

② サイトグラスからの漏えい発生時、最初にバルブ(a)を閉止する。 

③ 次にバルブ(b)を閉止する。 

④ サイトグラスの点検、整備及び補修等を実施する間は、バルブ(a)(b)を閉止し、バル

ブ(c)を開ける。 

⑤ サイトグラスがバイパス側に設置されているものについても、①から④の方法による。 
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第７節 製造所及び一般取扱所に設ける休憩室の設置に係る留意事項 

(H14.2.26 消防危第 30号通知) 

第１ 休憩室の定義 

製造所及び一般取扱所に設ける休憩室とは、主に休憩を目的とした室で、当該製造所又は

一般取扱所の作業と直接関係のない室をいう。 

第２ 休憩室の利用者 

休憩室の利用者は、「管理者」が十分な把握及び監督を行えるよう、当該危険物施設の存す

る事業所に勤務するものとして、最小限度の人数とすること。 

第３ 休憩室の指導事項 

１ 設置位置 

避難及び防災上の観点から、引火点 40℃未満の危険物(引火点以上で危険物を取り扱う場

合を含む。)の取扱いがない１階部分のみとすること。 

ただし、建屋構造や換気の状況及び休憩室と危険物取扱場所との位置関係並びに可燃性蒸

気流入防止措置などを勘案し、火災予防上支障ないと特に認められる場合は、この限りでな

い。 

２ 屋外の安全な場所への避難口の設置 

休憩室には、当該危険物施設の他の部分を通ることなく、直接屋外の安全な場所に避難で

きる出入口(以下「避難口」という。)を設けたものであること。 

なお、避難口は、外開きの防火設備を使用すること。 

第４ 火気の使用制限 

１ 火気の使用は、最小限度とし、当該場所を特定すること 

２ 火気を使用する場所の特定にあたっては、出入り口及び避難口からできるだけ離れた、火

災予防上及び避難上支障のない場所とすること。 

３ 可燃性蒸気及び可燃性微粉の流入防止措置としては、出入口を自動閉鎖の防火設備とし、

敷居の高さを 15cm以上とすること。 

ただし、その他の可燃性蒸気及び可燃性の微粉が流入しない有効な措置が講じられた場合

はこの限りでない。 

４ 火気使用場所には、初期消火用として、危政令第 20条に規定する消火 

設備とは別に、当該火気使用場所から歩行距離が 20ｍ以下となるよう、第５種消火設備を

有効に配置すること。 
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第８節 放電加工機の火災予防に関する基準 

(S.61.1.31 消防危第 19号通知） 

第１ 目 的 

この基準は、放電加工機の構造、機能等について定めるもので、放電加工機に起因する火

災の発生を防止することを目的とする。 

第２ 基準の適用範囲 

この基準は、引火点が 70℃以上の危険物（消防法第２条第７項に規定される危険物をいう。）

を加工液として使用する放電加工機について規定するものとし、放電加工機において使用す

る危険物の数量が 400ℓ未満のものも対象とする。 

第３ 用語の意義 

この基準で使用する用語の意義は、次のとおりとする。 

１ 「放電加工機」とは、加工液中において工具電極と工作物との間に放電させ、工作物を加

工する機械をいい、形彫り放電加工機、ＮＣ形彫り放電加工機及びワイヤ放電加機がある。 

２ 「加工液」とは、放電加工における加工部の除去作用、冷却及び加工屑を排出させるため

に使用される液体をいう。 

３ 「加工槽」とは、放電部分において適量の加工液を満たすための槽をいう。 

４ 「加工液タンク」とは、加工液を加工槽内に循環させるために必要な量の加工液を貯える

ためのタンクをいう。 

５ 「最高液面高さ」とは、加工槽内の加工液を溢流させないために定められた液面最大高さ

をいう。 

６ 「設定液面高さ」とは、工作物の放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保

つための液面高さをいう。 

７ 「最高許容液温」とは、加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度で、使用最高

限度の温度をいう。 

８ 「工具電極」とは、工作物に対向し、工作物を放電加工するための電極をいう。 

９ 「炭化生成物」とは、放電によって両極間に生じる高熱により加工液が熱分解し、その結

果発生する炭素を主体とする物質をいう。 

10 「最大防護面積」とは、火災の発生を防止する必要がある部分の面積であって、ここでは

加工槽内の加工液の露出面積をいう。 

第４ 構造及び機能上の基準 

構造及び機能上の基準は、次のとおりとする。 

１ 加工液タンク等 

⑴ 加工液タンクは、次によること。 

ア 厚さ 32㎜（加工液タンクの容量が 400ℓ未満のものにあっては、2.3㎜）以上の鋼板又

はこれと同等以上の強度を有する金属で造るとともに、水張試験によって漏れ又は変形

しないものであること。 

イ 外面にさび止めのための措置を講ずること。 
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ただし、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限り

でない。 

ウ 地震等により容易に転倒しないような構造とすること。 

⑵ 加工液供給装置と加工槽を接続する配管は、鋼製その他の金属製とし、かつ、当該配管

に係る最大常用圧力の 1.5 倍以上の水圧試験において漏れその他の異常がないものである

こと。 

⑶ 加工槽は、次の条件を満足するものであること。 

ア 不燃性のもので、かつ、耐油性が優れており、割れにくい材料であること。 

イ 加工液が溢れないように液面調整ができる構造であること。 

ウ 加工槽内の液温が著しく不均一にならないように加工液の循環等について考慮されて

いること。 

エ 加工槽の扉は、容易に開かない構造のものであること。 

２ 安全装置 

放電加工機は、次の安全上の機能を有するものであること。 

⑴ 液温が最高許容液温を超えたとき、直ちに加工を停止する機能を有するものであること。

この場合の液温検出は、加工槽内の適切な位置において行うことができるものであること。

この場合、最高許容液温は 60℃以下であること。 

⑵ 最高液面高さを超えない構造とすること。 

⑶ 設定液面高さより液面が低下した場合（地震時の液面揺動等による影響を含む。）、直ち

に加工を停止することができるものであること。 

⑷ 工具電極と工作物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出するものとし、検

出した場合は直ちに加工を停止する機能を有するものであること。 

⑸ 工具電極との取付部分は、工具電極を確実に取り付けることができる構造であること。 

第５ 自動消火装置等の構造及び機能上の基準 

放電加工機には、加工液の火災を自動的に消火する自動消火装置を備えることとし、当該

自動消火装置の構造及び機能は次のとおりとする。 

１ 放電加工機の加工液に引火したとき、自動的に火災を感知し、加工を停止するとともに警

報を発し、消火できる機能を有するものであること。（ただし、手動操作においても消火剤の

放射ができるものであること。） 

２ 自動消火装置の主要部は、不燃性又は難燃性を有し、かつ、消火剤に侵されない材料で造

るとともに、耐食性を有しないものにあっては当該部分に耐食加工を施すこと。 

３ 消火剤の量は、放電加工機の加工槽の形状、油面の広さ等に対応して消火するために必要

な量を保有することとし、その量は、消火剤の種類に応じ、次表に定める容量又は重量以上

とすること。 

なお、消火の際の最大防護面積は方形加工槽の２辺の積で表すものとする。ただし、２辺

の比が２を超える場合は、長辺の１／２の長さを短辺とする長方形の面積を最大防護面積と

する。 
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４ 自動消火装置は、取扱い及び点検、整備を容易に行うことができる構造であるとともに、

耐久性を有するものであること。 

５ 電気を使用するものにあっては、電圧の変動が±10％の範囲で異常が生じないものである

とともに、接触不良等による誤作動が生じないものであること。 

６ 感知器型感知部は、「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」

（昭和 56年自治省令第 17号）に適合するものであること。 

７ 消火剤貯蔵容器で、高圧ガス取締法（昭和 26年法律第 204号）の適用を受けるものについ

ては、同法及び同法に基づく施行令の定めるところによるものであること。 

８ 消火器に用いる加圧用ガス容器は、「消火器の技術上の規格を定める省令」（昭和 39年自治

省令第 27号）第 25条の規格に適合するものであること。 

９ 消火剤は、「消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令」（昭和 39 年自治省令第 28号）

第１条の２、第５条（ハロン 2402に限る。）、第６条及び第７条並びに「泡消火薬剤の技術上

の規格を定める省令」（昭和 50年自治省令第 26号）第２条第１項第４号の規定に適合するも

のであること。 

10 直接炎に接するおそれのある部分の放出導管及び管継手は、ＪＩＳ－Ｈ3300（銅及び銅合

金継目無管）に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐食性（耐食加工を施したも

のを含む。）並びに耐熱性を有するものであること。 

11 易融性金属型感知部及び炎検知型感知部は、火災を自動的に検知するものとするほか、次

によること。 

⑴ 確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。 

⑵ 耐久性を有すること。 

12 消火装置の作動により、放電加工機が停止するため及び消火装置が作動したことを表示す

るための移報用端子を設けること。 

13 火災感知部は、加工槽及び加工液タンクに係る火災を有効に感知するために十分な数量の

ものが、適切な位置に配置されていること。 
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第６ 表示等 

表示等については、次のとおりとする。 

１ 表示 

放電加工機には、次の事項を記載した表示を適切な位置に取り付けること。 

⑴ 使用する加工液の危険物品名（例：第４類第３石油類） 

⑵ 使用する加工液は引火点が 70℃以上のものとする旨の注意事項 

⑶ 使用する加工液の最高許容液温設定値は 60℃以下とする旨の注意事項 

⑷ 放電加工部分と加工液面との必要最小間隔 

⑸ 火気厳禁 

⑹ 自動消火装置には、次の事項を記載した表示を適切な位置に取り付けること。 

ア 使用消火剤の種類及び容量（ℓ）又は重量（㎏） 

イ 最大防護面積（㎡） 

ウ 放射時間 

エ 感知部の種類及び作動温度 

オ 感知部及び放出口の設置個数並びに設置位置 

カ 製造年月 

キ 製造番号 

ク 型式記号 

２ マニュアルについて 

１の「表示」の内容及び次の各事項について記載した使用者向けのマニュアルが作成され

ていること。 

⑴ 作業上の注意事項 

ア 放電加工機の作業場周辺は常に整理整頓に努めるとともに、暖房器、溶接機、グライ

ンダ等の着火源になるような設備を設けて作業をしてはならないこと。 

イ 工具電極を確実に取り付けること。 

ウ 工作物の締付けボルト等の突起物と放電加工機のヘッドとの間で、接触又は異常放電

を生じないための間隔を保つことを確認した後に加工を開始すること。 

⑵ 定期点検 

放電加工機を設置し、又は使用する者は、次の機能を定期的に点検すること。 

ア 安全装置の諸機能 

(ｱ) 液温検出及び加工停止連動機能 

(ｲ) 設定液面高さの検出及び加工停止連動機能 

(ｳ) 電極間の炭化生成物の発生成長による異常加工の検出及び加工停止連動機能 

イ 自動消火装置の機能 

(ｱ) 火災感知機能 

(ｲ) 警報作動機能 

(ｳ) 加工停止機能 
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(ｴ) (ｱ)～(ｳ)までの連動機能及び自動消火装置の起動装置との連動機能 

 

⑶ 禁止事項 

ア 吹きかけ加工 

イ 加工液として、引火点 70℃未満の危険物を使用すること。 

ウ 安全装置の取外し時の加工 

 

   備考：１ 放電加工機型式試験確認済証は金属板とし、厚さは 0.3㎜とする。 

        ２ 放電加工機型式試験確認済証の地は赤色とし、文字は銀色とする。 
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第９節 ナトリウム・硫黄電池を設置する危険物施設の技術上の基準等 

第１ ナトリウム・硫黄電池を設置する危険物施設の技術上の基準等について（H.11.6.2消防

危第 53号通知） 

ナトリウム・硫黄電池を設置する一般取扱所（以下「ナトリウム・硫黄電池施設」という。）

のうち、一定の要件に適合するものについては、以下の通り位置、構造及び設備の技術上の基

準の特例を適用して差し支えないものとする。 

１ ナトリウム・硫黄電池施設に基準の特例を適用する要件 

ナトリウム・硫黄電池設備に基準の特例を適用する要件は、次のとおりである。 

⑴ 当該施設に使用するナトリウム・硫黄電池は、密閉構造の単電池を組み合わせてモジュ

ール電池とした構造のもので、別添に掲げる火災安全性能を有するものであること。 

⑵ 当該施設には、ナトリウム・硫黄電池及び関連する電気設備等（直交変換装置、変圧器、

遮断機、開閉器、直交変換制御装置等）以外の設備等を設置しないこと。 

２ ナトリウム・硫黄電池施設に係る位置、構造及び設備の技術上の基準の特例 

第１に定める要件に適合するナトリウム・硫黄電池施設においては、次の位置、構造及び

設備の技術上の基準の特例を適用して差し支えないこと。 

⑴ ナトリウム・硫黄電池を専用の建築物に設置する施設の基準の特例 

ナトリウム・硫黄電池施設のうち、その位置、構造及び設備が次のア及びイに掲げる基

準に適合するものについては、危政令第19条第１項において準用する危政令第９条第１項

の基準のうち第１号、第２号及び第４号並びに危政令第20条第１項の規定は適用しないこ

ととして差し支えない。 

ア 保有空地 

ナトリウム・硫黄電池施設の建築物が壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とした建

築物以外の建築物である場合には、ナトリウム・硫黄電池施設の建築物の周囲に３ｍ以

上の幅（当該建築物の外壁から３ｍ未満の場所に防火上有効な塀を設ける場合には、当

該塀までの幅）の空地を保有すること。 

イ 消火設備 

次の要件に適合すること。 

(ｱ) 設置される電気設備の消火に適応する第５種の消火設備をナトリウム・硫黄電池設

備の床面積100平方メートル以下ごとに１個設置していること。 

(ｲ) ナトリウム・硫黄電池施設の床面積が200平方メートル以上となる場合には、設置

される電気設備の消火に適応する第３種の消火設備を設置していること。 

⑵ ナトリウム・硫黄電池施設を建築物の一部に設置する施設の基準の特例 

ナトリウム・硫黄電池施設の範囲を建築物の一部に設ける室に限る場合、当該施設のう

ち、その位置、構造及び設備が次のアからウに掲げる基準に適合するものについては、危

政令第19条第１項において準用する危政令第９条第１項の基準のうち、第１号、第２号及

び第４号から第８号まで並びに危政令第20条第１項の規定は適用しないこととして差し支

えないこと。 
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ア 建築物の構造 

ナトリウム・硫黄電池を設置する室は、壁、柱、床及び屋根（上階がある場合には、上

階の床）を耐火構造とすること。 

イ 窓及び出入口 

ナトリウム・硫黄電池を設置する室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。た

だし、延焼のおそれのある外壁及び当該室以外の部分との隔壁には、出入口以外の開口

部を設けないこととし、当該出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火

設備を設けること。 

また、当該室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 

ウ 消火設備 

次の要件に適合すること。 

(ｱ) 設置される電気設備の消火に適応する第５種の消火設備をナトリウム・硫黄電池施

設の床面積100平方メートル以下ごとに１個設置していること。 

(ｲ) ナトリウム・硫黄電池施設の床面積が200平方メートル以上となる場合には、設置

される電機設備の消火に適応する第３種の消火設備を設置していること。 

３ 危険物取扱者等 

⑴ 危険物取扱者による危険物の取扱い等 

ナトリウム・硫黄電池施設におけるナトリウム・硫黄電池の監視、制御等は危険物の取

扱いに該当するものであり、法第13条第３項の規定に従って行うことが必要であること。 

１に定める要件に適合するナトリウム・硫黄電池施設においては、ナトリウム・硫黄電

池の監視、制御等は、当該施設の所在する場所と異なる場所において行って差し支えない

こと。この場合において、監視、制御等が当該施設の所在する市町村の区域外にいて行わ

れるときには、当該施設が設置される区域を管轄する市町村長等は、当該電池の監視、制

御等をする施設の設置される区域を管轄する市町村長等（消防本部及び消防署を置く市町

村以外の区域に設置される場合には、当該区域を管轄する都道府県知事）と必要に応じ情

報交換等を行う必要があること。 

また、ナトリウム・硫黄電池施設の外部の見やすい場所に緊急連絡先等を掲示しておく

とともに、緊急時等に危険物取扱者等が必要な対応を速やかに取れるよう連絡体制等を整

備すること。 

⑵ 予防規程 

予防規程の項参照 

４ その他 

１の⑴に掲げるナトリウム・硫黄電池の安全性能については、危険物保安技術協会におい

て試験確認業務を実施することとなっているので参考にすること。 

第２ ナトリウム・硫黄電池を設置する一般取扱所の火災対策については H.24.6.7消防危第

154 号通知）及び（H.25.8.23消防危第 156号質疑）を参考に指導すること。 
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別添 

ナトリウム・硫黄電池に要求される火災安全性能 

１ 単電池 

⑴ 単電池の過充電に対する安全性 

充電末（完全に充電した状態をいう。）の単電池をさらに充電し、過充電により電解質が

破損した場合においても、危険物が単電池の外部へ漏えいしないこと。 

⑵ 単電池の短絡に対する安全性 

単電池に短絡が発生し、過大な電流が流れた場合においても、単電池が破壊せず、危険

物が単電池の外部へ漏えいしないこと。 

⑶ 単電池の昇降温に対する安全性 

単電池を放電末（完全に放電した状態をいう。）の状態で運転温度から室温まで降温し、

再度運転温度まで昇温させた場合に危険物が単電池の外部へ漏えいしないこと。 

２ モジュール電池 

⑴ モジュール電池の短絡に対する安全性 

モジュール電池の外部で短絡が発生した場合に、モジュール電池内のヒューズが速やか

に遮断され、短絡が安全に終了し、危険物がモジュール電池の外部へ漏えいしないこと。 

⑵ モジュール電池の防火性 

モジュール電池の外部で火災が発生し、火災にさらされた場合にあっても、危険物がモ

ジュール電池の外部へ漏えいしないこと。 

⑶ モジュール電池の耐浸水性 

運転温度のモジュール電池が浸水した場合にあっても、単電池が破損せず、危険物がモ

ジュール電池の外部へ漏えいしないこと。 

⑷ モジュール電池の自己消火性 

モジュール電池の内部で、単電池を強制的に破壊、発火された場合、周囲の単電池に破

壊が連鎖拡大せず、自己消火するとともに、危険物がモジュール電池の外部に漏えいしな

いこと。 

⑸ モジュール電池の構造的強度 

モジュール電池が落下等の外的衝撃を受ける場合において、単電池が破壊せず、危険物

がモジュール電池の外部へ漏えいしないこと。  
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第 10 節 雨水浸入防止措置に関する指針 

(S.54.12.25 消防危第 169号通知） 

屋外貯蔵タンク底板のアニュラ板等外側張出し部近傍から貯蔵タンク下へ雨水が浸入す

るのを防止するための措置（以下「雨水浸入防止措置」という。）は、下記に掲げる方法又

はこれと同等以上の効果を有する方法により行うこと。 

第１ 屋外貯蔵タンクのうち、その底部を地盤面に接して設けるものにかかる雨水浸入防止措置

として、アニュラ板（アニュラ板を設けない貯蔵タンクにあっては底板をいう。以下同じ。）

の外側張出し部上面から盛り土基礎等の犬走りにかけての部分を防水性等を有するゴム、合成

樹脂等の材料で被覆する方法により行う場合は、次によること（別図参照）。 

１ アニュラ板の外側張出し部上面の被覆は、側板とアニュラ板との外側隅肉溶接部にかから

ないように行うこと。ただし、当該タンクにかかる定期点検、保安検査等の際に、容易に当

該隅肉溶接部の検査を行うことが出来るよう措置した場合は、この限りでない。 

２ 犬走り部の被覆は、次によること。 

⑴ 被覆幅は、使用材料の特性に応じ、雨水の浸入を有効に防止することができる幅とする

こと。 

⑵ 被覆は、犬走り表面の保護措置の上部に行うこと。 

３ 被覆材料は、防水性を有するとともに、適切な耐候性、防食性、接着性及び可撓性を有す

るものであること。 

４ 被覆は、次の方法により行うこと。 

⑴ 被覆材とアニュラ板上面及び犬走り表面との接着部は、雨水が浸入しないよう必要な措

置を講ずること。 

⑵ 貯蔵タンクの沈下等によりアニュラ板と被覆材との接着部等に隙間を生ずるおそれがあ

る場合は、被覆材の剥離を防止するための措置を講ずること。 

⑶ 被覆厚さは、使用する被覆材の特性に応じ、剥離を防ぎ、雨水の浸入を防止するのに十

分な厚さとすること。 

⑷ 被覆表面は、適当な傾斜をつけるとともに、平滑に仕上げること。 

⑸ アニュラ板外側張出し部先端等の段差を生ずる部分に詰め材を用いる場合は、防食性、

接着性等に悪影響を与えないものであること。 

⑹ ベアリングプレートを敷設する屋外貯蔵タンクにあっては、ベアリングプレート外側張

出し部についても、上記アからオまでに掲げる事項に準じて措置すること。 
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  別図 被覆による措置例 

 例１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例３ 
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第 11 節 可撓管継手に関する技術上の指針 

（S.56.3.9消防危第 20号通知（最終改正 H.11.9.24消防危第 86 号通知）） 

液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク（以下第 11節において「タンク」という。）

と配管との結合部分が地震等により損傷を受けるのを防止するための措置として、可撓

管継手を用いる場合における当該可撓管継手については、次の基準によるものとする。  

なお、可撓管継手は、原則として最大常用圧力が 10kgf/cm2以下の配管に設けること。 

第１ フレキシブルメタルホース（ＪＩＳＢ 0151「鉄鋼製管継手用語」に定める波形たわみ金

属管継手をいう。）又はユニバーサル式べローズ形伸縮管継手を用いる場合は、次によるこ

と。 

１ フレキシブルメタルホースは、次によること。 

⑴ フレキシブルメタルホースの構成 

フレキシブルメタルホースは、ベローズ、端管、フランジ、ブレード等から構成され、ブ

レードによりベローズを補強し、所要の応力及び変形に耐える構造としたものであること

（第１図参照）。 

  

第１図 フレキシブルメタルホース構造図例 
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⑵ 材料 

ベロ一ズ、端管、ラップジョイント、フランジ、ブレード、ネックリング及びバンドの材

料は、次に掲げるもの又はこれらと同等以上の耐食性、耐熱性、耐候性及び機械的性質を

有するものであること。 

ア ベローズにあっては、ＪＩＳＧ 3459「配管用ステンレス鋼鋼管」、ＪＩＳＧ 4305「冷

間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に定めるＳＵＳ304、316、316Ｌ、317 又は 317Ｌに適

合するもの 

イ 端管及びラップジョイントにあっては、ＪＩＳＧ 3452「配管用炭素鋼鋼管」、Ｊ１Ｓ

Ｇ 3454「圧力配管用炭素鋼鋼管」若しくはＪＩＳＧ 3457「配管用アーク溶接炭素鋼

鋼管」に適合するもの又はＪＩＳＧ 3101「一般構造用圧延鋼材」に定めるＳＳ400に適

合するもの 

ウ フランジにあっては、ＪＩＳＢ 2220「鋼製溶接式管フランジ」及びＪＩＳＢ 2238

「鋼製管フランジ通則」に適合するもの 

エ ブレードにあっては、ＪＩＳＧ 4305「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」又はＪＩ

ＳＧ 4309「ステンレス鋼線」に定めるＳＵＳ304に適合するもの 

オ ネックリング及びバンドにあっては、ＪＩＳＧ 3101「一般構造用圧延鋼材」に定め

るＳＳ400に適合するもの又はＪＩＳＧ 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」に定めるＳ25Ｃ

に適合するもの 

⑶ フレキシブルメタルホースの長さ及び最大軸直角変位量 

長さは、次の第１表の左欄に掲げるフレキシブルメタルホースの呼径（端管の内径をい

う。以下同じ。）の区分ごとに同表右欄の上段に掲げる最大軸直角変位量に応じ、同表右欄

の下段に掲げる数値以上の長さであること。 

なお、この場合において最大軸直角変位量（第２図参照）は、予想されるタンクの最大沈

下量、配管の熱変形量、配管の施工誤差量、地震時等におけるタンクと配管との相対変位

量等及び余裕代を勘案し、設定したものであること。 
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第１表 フレキシブルメタルホースの長さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 最大軸直角変位量 
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⑷ 端管部の長さ 

端管部の長さ（第１表中のℓ1及びℓ2の合計をいう。）は、当該フレキシブルメタルホース

の呼径に応じ、次に掲げる数値以下の長さであること。 

  

第２表 端管部の長さ 

 

 

 

 

⑸ ベローズの厚さ 

ベローズの厚さ（ベローズが多層の場合は、その合計厚さをいう。以下同じ。）は、当該

フレキシブルメタルホースの呼径に応じ、次に掲げる数値以上の厚さであること。 

  

第３表 ベローズの厚さ 

 

 

 

 

⑹ ベローズの強度 

ア 内圧によってベローズに生ずる周方向及び長手方向の引張応力は、当該ベローズの材

料の 0.2％耐力の 60％以下であること。なお、周方向及び長手方向の引張応力の計算方

法は、次によること。 

(ｱ) 周方向引張応力 

 

 

(ｲ) 長手方向引張応力 

 

 

P：最大常用圧力（MPa） 

n：ベローズの層数 

w：ベローズの山の高さ（㎜） 

tp：成型による板厚減少を考慮したベローズ１層の板厚（㎜） 

（tp＝t（d／dp）0.5） 

t：ベローズ１層の呼び板厚（㎜） 

d：ベローズの端末直管部外径（㎜） 
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dp：ベローズの有効径（㎜）（dp＝d＋w） 

q：ベローズのピッチ（㎜） 

イ 内圧によってベローズに生ずる曲げ応力は、当該ベローズの材料の 0.2％耐力の 60％

以下であること。なお、曲げ応力の計算方法は、次によること。 

 

 

P：最大常用圧力（Mpa） 

n：ベローズの層数 

w：ベローズの山の高さ（㎜） 

tp：成型による板厚減少を考慮したベローズ１層の板厚（㎜） 

（tp＝t（d／dp）0.5） 

t：ベローズ１層の呼び板厚（㎜） 

d：ベローズの端末直管部外径（㎜） 

dp：ベローズの有効径（㎜）（dp＝d＋w） 

cp：第３図に示す曲げ応力に対する補正係数 

q：ベローズのピッチ（㎜） 

  

第３図 曲げ応力に対する補正係数 cp 
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⑺ ブレードの強度 

内圧によってブレードに生ずる引張応力は、当該ブレードの材料の 0.2％耐力の 60％以

下であること。なお引張応力の計算方法は、次によること。 

 

 

 

P：最大常用圧力（MPa） 

dp：ベローズの有効径（㎜）（dp＝d＋w） 

d：ベローズの端末直管部外径（㎜） 

w：ベローズの山の高さ（㎜） 

φ：ブレードの交叉角（度） 

A：線ブレードにあっては 0.78db2、帯ブレードにあっては Btb（mm2） 

db：線ブレードの直径（㎜） 

B：帯ブレードの幅（㎜） 

tb：帯ブレードの厚さ（㎜） 

nb：線ブレード又は帯ブレードの本数 

 

⑻ 耐震性能 

フレキシブルメタルホースは、地震動による慣性力等によって生ずる応力及び変形によ

り損傷等が生じないものであること。 

⑼ 耐久性能 

フレキシブルメタルホースは、次に掲げる試験を行ったとき異常がないものであること。 

ア 第１表に掲げる最大軸直角変位量まで変位させた状態で最大常用圧力以上の水圧を５

分間加えた場合に各構成部材に有害な変形等がないこと。 

イ 第１表に掲げる最大軸直角変位量までの変形を 1000 回繰返した後、最大常用圧力の

1.5倍以上の圧力で水圧試験を行った場合に漏れ、損傷等がないこと。 

ウ 最大常用圧力により 2000回以上の繰返し加圧を行った場合に、当該フレキシブルメタ

ルホースの長さが試験開始前の長さの 105％以下であること。 

⑽ 水圧試験 

最大常用圧力の 1.5倍以上の圧力で 10分間行う水圧試験（水以外の不燃性の液体又は不

燃性の気体を用いて行う試験を含む。）を行ったとき漏れ、損傷等の異常がないものである

こと。 

⑾ 防食措置 

フレキシブルメタルホースの外面には、さび止めのための塗装を行うこと。ただし、ス

テンレス鋼材を用いる部分にあってはこの限りでない。 
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⑿ 外観 

フレキシブルメタルホースの構成部材は、亀裂、損傷等の有害な異常がないものである

こと。 

⒀ 表示 

フレキシブルメタルホースには、容易に消えない方法により、最大常用圧力、ベローズ

の材質、製造年月及び製造者名を表示（いずれも略記号による表示を含む。）すること。 

２ ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手は、次によること。 

⑴ ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の構成 

ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手は、ベローズ、端管、フランジ等から構成され、

調整リングによりベローズを補強し、ステーボルトにより所要の応力及び変形に耐える構

造としたものであること（第４図参照）。 

  

第４図 ユニバーサル式ベローズ型伸縮管継手構造図例 
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⑵ 材料 

ベローズ、端管、中間パイプ、フランジ、ステー板、ネックリング、ステーボルト及び調

整リングの材料は、次に掲げるもの又はこれらと同等以上の耐食性、耐熱性、耐侯性及び

機械的性質を有するものであること。 

ア ベローズにあっては、ＪＩＳＧ 3459「配管用ステンレス鋼鋼管」又はＪＩＳＧ 4305

「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に定めるＳＵＳ304、316、316Ｌ、317 又は 317Ｌ

に適合するもの 

イ 端管及び中間パイプにあっては、ＪＩＳＧ 3452「配管用炭素鋼鋼管」、ＪＩＳＧ 3454

「圧力配管用炭素鋼鋼管」若しくはＪＩＳＧ 3457「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」に

適合するもの又はＪＩＳＧ 3101「一般構造用圧延鋼材」に定めるＳＳ400に適合するも

の 

ウ フランジにあっては、ＪＩＳＢ 2220「鋼製溶接式管フランジ」又はＪ１ＳＧ 2238

「鋼製管フランジ通則」に適合するもの 

エ ステー板、ネックリング及びステーボルトにあっては、ＪＩＳＧ 3101「一般構造用

圧延鋼材」に定めるＳＳ400 に適合するもの又はＪＩＳＧ 4051「機械構造用炭素鋼鋼

材」に定めるＳ25Ｃに適合するもの 

オ 調整リングにあっては、ＪＩＳＧ 3101「一般構造用圧延鋼材」に定めるＳＳ400に適

合するもの又はＪＩＳＧ 5501「ねずみ鋳鉄品」に定めるＦＣ200 に適合するもの 

⑶ ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の長さ及び最大軸直角変位量 

長さは、第４表の左欄に掲げるユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の呼径の区分ごと

に、同表右欄の上段に掲げる最大軸直角変位量に応じ、同表右欄の下段に掲げる数値以上

の長さであること。 

なお、この場合において、最大軸直角変位量（第５図参照）は、予想されるタンクの最大

沈下量、配管の熱変形量、配管の施工誤差量、地震時におけるタンクと配管との相対変位

量等及び余裕代を勘案し、設定したものであること。 

 

第５図 最大軸直角変位量 
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第４表 ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の長さ 
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⑷ 端管部の長さ 

端管部の長さ（第４表中の ℓ´1及び ℓ´2の合計をいう。）は、当該ユニバーサル式ベロ

ーズ形伸縮管継手の呼径に応じ、次に掲げる数値以下の長さであること。 

  

第５表 端管部の長さ 

 

 

 

 

 

⑸ ベローズの厚さ 

ベローズの厚さは、当該ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の呼径に応じ、次に掲げ

る数値以上の厚さであること。 

  

第６表 ベローズの厚さ 

 

 

 

 

⑹ ベローズの強度 

内圧によってベローズに生ずる周方向及び長手方向の引張応力は、当該ベローズの材料

の 0.2％耐力の 60％以下であること。なお、周方向及び長手方向の引張応力の計算方法は、

次によること。 

ア 周方向引張応力 

 

 

 

イ 長手方向引張応力 

 

 

 

P：最大常用圧力（MPa） 

n：ベローズの層数 

w：ベローズの山の高さ（㎜） 

dp：ベローズの有効径（㎜）（dp＝d＋w） 

d：ベローズの端末直管部外径（㎜） 
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tp：成型による板厚減少を考慮したベローズ１層の板厚（㎜） 

（tp＝t（d／dp)0.5） 

ｔ：ベローズ１層の呼び板厚（㎜） 

q：ベローズのピッチ（㎜） 

Ab：ベローズ１山当りの断面積（㎜ 2） 

（Ab－（0.571q＋２w）・tp・n） 

R：ベローズによって抑止された内圧力と調整リングによって抑止された内圧力の比 

Ab・Eb/Ar・Er 

Eb：ベローズ材料の縦弾性係数（N/㎜ 2） 

Ar：調整リング１個の断面積（㎜ 2） 

Er：調整リング材料の縦弾性係数（N/㎜ 2） 

⑺ ステーボルトの強度 

内圧によってステーボルトに生ずる引張応力は、当該ステーボルトの材料の規格最小降

伏点の 60％以下であること。なお、引張応力の計算方法は、次によること。 

 

 

 

P：最大常用圧力（MPa） 

dp：ベローズの有効径（㎜）（dp＝d＋w） 

ｄ：ベローズの端末直管部外径（㎜） 

w：ベローズの山の高さ（㎜） 

ds：ステーボルトのねじの谷径（㎜） 

ns：ステーボルトの本数 

⑻ 耐震性能 

ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手は、地震動による慣性力等によって生ずる応力及

び変形により損傷等が生じないものであること。 

⑼ 耐久性能 

ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手は、次に掲げる試験を行ったとき異常のないもの

であること。 

ア 第５表に掲げる最大軸直角変位量まで変位させた状態で最大常用圧力以上の水圧を５

分間加えた場合に各構成部材に有害な変形等がないこと。 

イ 第５表に掲げる最大軸直角変位量までの変形を 1,000 回繰返した後、最大常用圧力の

1.5倍以上の圧力で水圧試験を行った場合に漏れ、損傷等がないこと。 

⑽ 水圧試験 

最大常用圧力の 1.5倍以上の圧力で 10分間行う水圧試験（水以外の不燃性の液体又は不

燃性の気体を用いて行う試験を含む。）を行ったとき漏れ、損傷等の異常がないものである

こと。 
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⑾ 防食措置 

ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の外面には、さび止めのための塗装を行うこと。

ただし、ステンレス鋼材を用いる部分にあっては、この限りでない。 

⑿ 外観 

ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の構成部材は、亀裂、損傷等の有害な異常がない

ものであること。 

⒀ 表示 

ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手には、容易に消えない方法により、最大常用圧力、

ベローズの材質、製造年月及び製造者名を表示（いずれも略記号による表示を含む。）する

こと。 

第２ フレキシブルメタルホース又はユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手以外の可撓管継手を

用いる場合は、上記第１に掲げるフレキシブルメタルホース又はユニバーサル式ベローズ形伸

縮管継手と同等以上の安全性を有するものであること。 

第３ 繰返し寿命計算式例（S.56.8.14消防危第 107号通知（改正 H.11.9.消防危第 86号通知）） 

１ 最大軸直角変位量により作用するベローズ単位山の等価伸縮量 ｅ（㎜） 

⑴ フレキシブルメタルホース 

 

 

⑵ ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手 

 

 

 

２ 最大軸直角変位量による繰返し寿命 Na（回） 

 

 

 

フレキシブルメタルホース 

 

 

 

ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手 

 

 

 

dp：ベローズの端末直管部外径 （㎜） 

Y：最大軸直角変位量 （㎜） 

N：ベローズの山数（複数について片側） 
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q：ベローズのピッチ （㎜） 

L：ベローズの長さ（中間パイプを含む） （㎜） 

L：中間パイプの長さ （㎜） 

Eb：ベローズ材料の縦弾性係数 （N/㎜ 2） 

t：ベローズ一層の呼び板厚 （㎜） 

W：ベローズの山の厚さ （㎜） 

P：最大常用圧力 （MPa） 
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第 12 節 防油堤の構造等に関する基準 

（S.52.11.14消防危第 162号通知） 

第１ 防油堤の構造 

鉄筋コンクリート、盛土等による防油堤は次によるものとする。 

１ 荷重 

防油堤は、次に示す荷重に対し安定で、かつ、荷重によって生ずる応力に対して安全なも

のであること。 

⑴ 自 重 

⑵ 土 圧 

⑶ 液 圧 

⑷ 地震の影響 

⑸ 照査荷重 

⑹ 温度変化の影響 

⑺ その他の荷重 

１―１ 自重 

自重の算出には、表１―１に示す単位重量を用いること。 

  

表１―１ 

 

 

 

 

 

 

※この値は平均的なものであるから、現地の実状に応じて増減することができる。 

１―２ 土圧 

土圧は、クーロンの式により算出するものとすること。 

１―３ 液圧 

⑴ 液圧は、次式により算出するものとすること。 

Ph＝Wo・h 

Ph：液面より深さ h(ｍ)のところの液圧（kN/㎡） 

Wo：液の単位体積重量（kN/m3） 

h：液面よりの深さ(ｍ) 

⑵ 液重量及び液圧は、液の単位体積重量を 9.8kN/m3として算出するものとすること。た

だし、液の比重量が 9.8kN/m3以上の場合は、当該液の比重量によるものとすること。 

１―４ 地震の影響 

⑴ 地震の影響は、次のア～ウを考慮するものとすること。 
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ア 地震時慣性力 

イ 地震時土圧 

ウ 地震時動液圧 

⑵ 地震の影響を考慮するのに当たっての設計水平震度は、次式により算出するものとす

ること。 

Kh＝0.15α・ν1・ν2 

Kh：設計水平震度 

ν1：地域別補正係数で、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第４条

の 20第２項表イの中欄に掲げる地域区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。 

ν2：地盤別補正係数で、表１―２の左欄に掲げる防油堤が設置される地盤の区分に応

じ、同表の右欄に掲げる値とする。 

α：補正係数で 1.0とすること。ただし、防油堤内に液が存する場合は 0.5とする。 

⑶ 地震時動液圧は、地表面以上に作用するものとし、次式により算出するものとするこ

と。 

 

 

 

 

P：防油堤単位長さ当たり防油堤に加わる全動液圧（kN/ｍ） 

Wo：液の単位体積重量（kN/m3） 

h：液面よりの深さ（液面から地表面までとする。）(ｍ) 

hg：全動液圧の合力作用点の地表面からの高さ(ｍ) 

表１―２ ν2の値 
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１―５ 照査荷重 

照査荷重は、20kN/㎡の等分布荷重とし、防油堤の高さに応じ地表面から防油堤の天端

までの間に、地表面と平行に載荷するものとすること。ただし、防油堤の高さが３ｍを

超えるときは、地表面から３ｍの高さまで載荷すればよいものとする。 

１―６ 温度変化の影響 

温度変化の影響を考慮する場合、線膨張係数は、次の値を使用するものとすること。 

鋼構造の鋼材  12×10-6/℃ 

コンクリート構造のコンクリート、鉄筋  10×10-6/℃ 

２ 材料 

材料、品質の確かめられたものであること。 

⑴ セメント 

セメントは、ＪＩＳ Ｒ5210「ポルトランドセメント」及びこれと同等以上の品質を有

するものであること。 

⑵ 水 

水は、油、酸、塩類、有機物等コンクリートの品質に悪影響を与える有害物を含んでいな

いこと。また、海水は用いないこと。 

⑶ 骨材 

骨材の最大寸法は、25 ㎜を標準とし、清浄、強硬、かつ、耐久的で適当な粒度を有し、

コンクリートの品質に悪影響を与える有害物を含んでいないこと。 

⑷ 鉄筋 

鉄筋は、ＪＩＳ Ｇ3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」に適合するものであること。 

⑸ 鋼材 

鋼材は、ＪＩＳ Ｇ3101「一般構造用圧延鋼材」及びＪＩＳ Ｇ3106「溶接構造用圧延

鋼材」に、鋼矢板は、ＪＩＳ Ａ5528「鋼矢板」に適合するものであること。 

⑹ ＰＣ鋼材 

ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線はＪＩＳ Ｇ3536「ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線」に、ＰＣ鋼

棒はＪＩＳ Ｇ3109「ＰＣ鋼棒」に適合するものであること。 

３ 許容応力度 

部材は、コンクリート、鋼材の作用応力度がそれぞれの許容応力等以下になるようにする

こと。 

３―１ コンクリートの許容応力度 

⑴ コンクリートの設計基準強度及び許容応力度は、表３―１によるものであること。 
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表３―１ 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 許容支圧応力度は、0.3σck以下とすること。ただ、支圧部分に補強筋を入れる場合は、

0.45σck以下とすることができる。 

⑶ プレストレストコンクリートの許容引張応力度は、1.5N/mm2 以下とすること。ただし、

地震時及び照査荷重作用時に対しては、３N/mm2まで割増すことができる。 

３―２ 鉄筋の許容引張応力度 

鉄筋の許容引張応力度は、表３―２によること。 

 

表３―２ 

 

 

 

 

 

 

３―３ 鋼材の許容応力度 

鋼材の許容応力度及び鋼矢板の許容応力度は、表３―３、表３―４によるものであること。 

  

表３―３ 一般構造用圧延鋼材（ＳＳ400） 

 

 

 

 

 

 

表３―４ 鋼矢板 
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３―４ ＰＣ鋼材の許容引張応力度 

プレストレストコンクリート部材内のＰＣ鋼材の許容引張応力度は、設計荷重作用時

において 0.6σpu 又は 0.75σpyのうち、いずれか小さい値以下とすること。 

σpu：ＰＣ鋼材の引張強度 

σpy：ＰＣ鋼材の降伏点応力度 

降伏点応力度は、残留ひずみ 0.2％の応力度とする。 

３―５ 許容応力度の割増係数 

上記３―１の(1)、(2)、３―２及び３―３の許容応力度は、満液時におけるものとし、

地震時及び照査荷重載荷時の許容応力度は、割増係数 1.5 を乗じることができるものと

すること。 

４ 地盤 

４―１ 調査 

土質条件の決定は、ボーリング、土質試験等の結果に基づいて行うものとすること。

なお、既往のデータがある場合は、これによることもできるものとすること。 

４―２ 地盤の支持力 

地盤の支持力は、次式により算出するものとすること。 

qd＝α・c・Nc＋β・γ1・Ｂ・Nγ＋γ2・Df・Nq 

qd：支持力（kN/㎡） 

α、β：形状係数で、α＝1.0、β＝0.5とすること。 

γ1：基礎底面下にある地盤の単位体積重量（kN/m3） 

（地下水位下にある場合は、水中単位体積重量をとる。） 

γ2：基礎底面より上方にある地盤の単位体積重量（kN/m3） 

（地下水位下にある部分については、水中単位体積重量をとる。） 

c：基礎底面下にある地盤の粘着力（kN/㎡） 

Nc、Nγ、Nq：支持力係数で、表４―１によるものとすること。 

Df：基礎の根入れ深さ(ｍ) 

B：基礎幅(ｍ) 
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表４―１ 支持力係数 

 

 

５ 鉄筋コンクリートによる防油堤 

５―１ 荷重の組合せ 

防油堤は、下記の荷重の組合せに対して安定で、かつ、十分な強度を有するものとするこ

と。 
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５―２ 安定に関する安全率 

防油堤は、支持力・滑動・転倒の安定に対し、それぞれ下記の安全率を有するものと

すること。 

 

 

 

 

 

 

鉄筋コンクリート造防油堤の安定計算において、転倒に対する抵抗モーメント及び滑動

に対する水平抵抗力は、次の項目を考慮することができるものとすること。 

⑴ 抵抗モーメントと考えるもの 

ア 防油堤自重（上載土砂等を含む。）によるもの 

イ 液重量によるもの 

ウ 常時及び地震時の前面受働土圧によるもの 

⑵ 水平抵抗力と考えるもの 

ア フーチング底面の摩擦抵抗によるもの 

イ 常時及び地震時の前面受働土圧によるもの 

５―３ 一般構造細目 

⑴ 部材厚 

部材厚は、場所打ちコンクリートにあっては 20㎝以上、プレキャストコンクリートにあ

っては 15㎝以上とすること。 

⑵ 鉄筋の直径 

鉄筋の直径は、主鉄筋にあっては 13㎜以上、その他の鉄筋にあっては９㎜以上とするこ

と。 

⑶ かぶり 

鉄筋及びＰＣ鋼材のかぶりは５㎝以上とすること。 

⑷ 目地等 

ア 防油堤には、防油堤の隅角から壁高（躯体天端からフーチング上面までの高さをいう。）

のおおむね３～４倍の長さ離れた位置及びおおむね 20ｍ以内ごとに伸縮目地を設けるも

のとし、目地部分には、銅等の金属材料の止液板を設けること。 

また、目地部分においては、水平方向の鉄筋を切断することなく連続して配置するこ

と。ただし、スリップバーによる補強措置をした場合はこの限りでない。 

スリップバーによる補強の方法によった防油堤のうち、その全部又は一部が液状化の

おそれのある地盤に設置されるものについては、別添１の「防油堤目地部の漏えい防止

措置について」で定めるところにより、目地部の漏えい防止措置を講じること。 

イ 防油堤は、隅角部でコンクリートを打ち継がないこと。 
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⑸ フーチングの突起 

フーチングに突起を設ける場合の計算上有効な突起の高さは、表５―１及び図５―１に

よるものとすること。 

表５―１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 溝渠等 

溝渠等は、防油堤の基礎に支障を生じさせるおそれのある位置に設けないこと。 

また、防油堤の基礎底面と地盤との間に空間を生ずるおそれがある場合は、矢板等を設

けることにより液体が流出しないよう措置を講じること。 

６ 盛土等による防油堤 

⑴ 天端幅 

天端幅は、1.0ｍ以上とすること。 

⑵ 法面勾配 

法面勾配は、１：（1.2以上）とすること。ただし、土留めの措置を講じる場合はこの限

りでない。 

⑶ 盛土表面の保護処理 

盛土表面は、コンクリート、コンクリートブロック、アスファルトモルタル、芝生等に

より被覆すること。 

⑷ 盛土材料 

盛土材料は、透水性の小さい細砂、シルト等の土質を選定すること。 

やむを得ず透水性が大きい盛土材料を用いる場合には、防油堤の中央部に粘土、コンク

リート等で造った壁を設けるか、又は盛土表面を不透水材で被覆すること。 

⑸ 盛土の施工 

盛土は、締固めを行いながら構築すること。また、まき出し厚さは 30㎝を超えないもの



 

260 

とし、ローラ等の締固め機械を用いて十分に締め固めること。 

第２ 連結工の構造指針 

連結工は、鋼、鉄筋コンクリート等によるものとし、その構造は次によるものとすること

（例図参照）。 

１ 連結工は、一の防油堤内が流出した危険物により満たされた後に、他の防油堤に危険物を

移すことができる機能を有するものであること。 

２ 連結工の中空部は、流出した危険物をすみやかに他の防油堤内に移すに足る断面積を有す

るものであること。 

３ 連結工は、当該連結工にかかる防油堤の強度又はこれと同等以上の強度を有するものであ

ること。 

４ 連結工を構内道路下等に設置する場合は、消防自動車等の荷重に耐える強度を有するもの

であること。 

５ 連結工の危険物流入口は、防油堤の高さ(Ｈ)のおおむね 70％の高さの位置に設けること。 

６ 連結工の危険物流入口の周囲には、消火活動等に使用された消火薬剤の流入を防止するた

めのせき板等（耐火性を有するものに限る。）を設けるとともに、当該せき板等は、当該連結

工に危険物を支障なく流入させる構造であること。 

７ せき板は、連結工の危険物流入口との間に水平投影面において当該危険物流入口の断面積

以上の面積が確保できる位置に設置すること。 

 

例図 連結工の構造例 
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第３ 二次防油堤の構造指針 

二次防油堤は、鉄筋コンクリート、盛土等によるものとし、その構造は次によるものとす

ること。 

１ 鉄筋コンクリートによる場合（例図参照） 

⑴ 高さは、0.3ｍ以上とすること。 

⑵ 壁厚は、0.15ｍ以上とすること。 

⑶ 鉄筋は、ＪＩＳ Ｇ3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」に適合するものとし、当該鉄筋の

許容引張応力度は次の値によるものとすること。 

 

 

 

 

⑷ コンクリートの設計基準強度及び許容応力度は次の値によるものとすること。 

 

 

 

 

⑸ 鉄筋の直径は、９㎜以上とすること。 

⑹ 鉄筋のかぶりは、５㎝以上とすること。 

⑺ 二次防油堤にはおおむね 20ｍごとに伸縮目地を設けるものとし、目地部分には銅等の金

属材料の止液板を設けること。また、目地部分においては、水平方向の鉄筋は切断するこ

となく連続して配置するか、又はスリップバー等を設けること。 

⑻ 溝渠等は、防油堤の基礎に支障を生じさせるおそれのある位置に設けないこと。 

また防油堤の基礎底面と地盤との間に空間を生ずるおそれがある場合は、矢板等を設け

ることにより液体が流出しないよう措置を講じること。 

２ 盛土等による場合 

⑴ 高さは、0.5ｍ以上とすること。 

⑵ 天端幅は、おおむね 1.0ｍとすること。 

⑶ 法面勾配は、１：（1.2以上）とすること。 

⑷ 盛土表面は、コンクリート、コンクリートブロック、アスファルトモルタル、芝生等に

より被覆すること。 

⑸ 盛土材料は、透水性の小さい細砂、シルト等の土質を選定すること。やむを得ず透水性

が大きい盛土材料を用いる場合には、防油堤の中央部に粘土、コンクリート等で造った壁

を設けるか、又は盛土表面を不透水材で被覆すること。 

⑹ 盛土は、締固めを行いながら構築すること。また、まき出し厚さは、30㎝を超えないも

のとし、ローラ等の締固め機械を用いて十分に締め固めること。 
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例図 二次防油堤の構造例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 防油堤の配管貫通部の保護措置 

１ 配管の配置制限 

新たに設置する配管で防油堤を貫通させるものにあっては、次により配置すること。 

⑴ 防油堤の一の箇所において、２以上の配管が貫通する場合における配管相互の間隔は、

隣接する配管のうち、その管径の大きい配管の直径の 1.5 倍以上で、かつ、特定屋外貯蔵

タンクを収納する防油堤にあっては 0.3ｍ以上、小規模タンクのみを収納する防油堤にあ

っては 0.2ｍ以上とすること。 

⑵ 防油堤を貫通する配管は、原則として、防油堤と直交するように配置すること。 

２ 防油堤の補強 

⑴ 鉄筋コンクリート造防油堤の配管貫通箇所は、直径９㎜以上の補強鉄筋を用いて補強す
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ること。 

⑵ 鉄筋コンクリート造防油堤の配管貫通部には、耐油性を有する緩衝材等を充てんするこ

と。 

３ 防油堤の保護措置 

防油堤の配管貫通箇所の保護措置は、鉄筋コンクリート、盛土等によるものとし、その措

置は次によるものとすること。 

⑴ 鉄筋コンクリートによる場合 

防油堤の配管貫通箇所の保護措置を鉄筋コンクリートにより行う場合は、次に掲げる鉄

筋コンクリートの壁体（以下「保護堤」という。）で囲む措置又はこれと同等以上の効果を

有する措置を講じること（例図１参照）。 

ア 保護堤は、当該保護堤の設置にかかる防油堤の強度と同等以上の強度を有するもので

あること。 

イ 保護堤の配管貫通箇所は、上記２(1)の補強を行うこと。 

ウ 保護堤の配管貫通部には、上記２(2)の措置を講じること。 

エ 保護堤を貫通する配管相互の間隔は、上記１(1)に準じること。 

オ 保護堤と配管との間隔は、保護堤に最も近接して配置される配管の直径以上で、かつ、

0.3ｍ以上とすること。 

カ 保護堤内は、土砂による中詰を行うこと。 

キ 保護堤内の土砂の表面は、アスファルトモルタル等の不透水材で被覆すること。 

⑵ 盛土による場合 

防油堤の配管貫通箇所の保護措置を盛土により行う場合は、次によること（例図２参照）。 

ア 防油堤の配管貫通箇所の保護のための盛土（以下「保護盛土に」という。）は、防油堤

内若しくは防油堤外のいずれか一方の側又は両方の側に設けるものとすること。 

イ 保護盛土の天端幅は 1.0ｍ以上とし、法面勾配は１：（1.2以上）とすること。 

ウ 保護盛土の材料は、透水性の小さい土質を選定すること。 

エ 保護盛土の表面は、コンクリート、コンクリートブロック、アスファルトモルタル、

芝生等により被覆するものとすること。 

⑶ その他小口径配管の貫通部の措置 

防油堤を貫通する配管の呼び径が 100Ａ（４Ｂ）以下のものである場合にあっては、次に

掲げる方法又はこれと同等以上の効果を有する方法により措置することができるものであ

ること（例図３参照）。 

ア 防油堤の配管貫通部には、耐油性緩衝材等を充てんするとともに配管貫通部の両側を

金具等により固定すること。 

イ 配管貫通箇所は、直径９㎜以上の補強鉄筋を用いて補強するとともに、必要に応じて

当該箇所の防油堤の断面を増す等の措置を講じること。 

４ 既設防油堤の配管貫通箇所の保護措置 

⑴ 既設防油堤の配管貫通箇所については、上記３（(1)ウ及びエを除く。）に準じる保護措
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置を講じること。 

⑵ 透水性の大きい盛土材料で造られた既設盛土造防油堤の配管貫通箇所にあつては、上記

(1)の措置を講じるほか、盛土中に鉄筋コンクリート、粘土等により止水効果を有する壁等

を設ける措置を講じること。 

  

例図１ 鉄筋コンクリートによる配管貫通部の保護措置の例 
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例図２ 盛土等による配管貫通部の保護措置の例 
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例図３ 小口径配管貫通部の保護措置の例 
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別添１ 

「防油堤目地部の漏えい防止措置について」 

 

１ 防油堤目地部の漏えい防止措置について 

⑴ 漏えい防止措置 

漏えい防止措置は可撓性材又は盛土により行うこと。 

ア 可撓性材による漏えい防止措置 

(ｱ) 可撓性材は、ゴム製、ステンレス製等のもので、十分な耐候性、耐油性、耐熱性及

び耐クリープ性を有するものであること。可撓性材については、別添２「防油堤目地

部の可撓性材に関する技術上の指針」によること。 

(ｲ) 可撓性材は、防油堤の軸方向、鉛直方向、及びこれらに直角な方向の三方向それぞ

れ 200㎜の変位に対し、変位追随性能を有するものであること。 

(ｳ) 可撓性材は、防油堤内又は防油堤外のいずれかにアンカーボルト、押さえ板等によ

り止液性を確保して取り付けること。 

(ｴ) 可撓性材は、土被りが十分な防油堤にあっては防油堤の直壁部に取り付けるととも

に、フーチング部を帆布等の耐久性のある材料で保護することとし、土被りが十分で

ない防油堤にあっては防油堤の天端からフーチング下端まで取り付けること。なお、

「土被りが十分」とは、土被り厚がおおむね 40㎝以上ある場合をいうものであること

（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 可撓性材の取り付け範囲 
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(ｵ) 既設防油堤の伸縮目地に可撓性材を取り付ける場合のアンカーボルトの取付範囲

は、止液板フックによりコンクリートが破損する恐れが大きいことから、止液板のフ

ックのある範囲を除くものとすること。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 盛土による漏えい防止措置 

盛土による漏えい防止措置を行う場合には、次の事項に留意し措置を行うこと。 

(ｱ) 盛土は、防油堤内又は防油堤外のいずれかに設置すること。 

(ｲ) 盛土の天端幅は、おおむね 1.0ｍ以上とすること。 

(ｳ) 盛土の天端高は、防油堤の高さのおおむね 90％以上の高さとすること。 

(ｴ) 盛土の天端の延長は、伸縮目地部を中心に壁高のおおむね２倍以上の長さとするこ

と。 

(ｵ) 盛土の法面勾配は、おおむね６分の５以下とすること。 

(ｶ) 盛土表面は、コンクリート、コンクリートブロック、アスファルトモルタル、芝生

等により被覆すること。 

(ｷ) 盛土材料は透水性の小さい細砂又はシルトとすること。 

(ｸ) 盛土は、締固めを行いながら構築すること。また、まき出し厚さはおおむね 30 ㎝

を超えないものとし、ローラ等の締固め機械を用いて十分に締め固めること。 

(ｹ) 盛土に土留め壁を設ける場合は、防油堤と一体的な構造とすること。 

ウ その他 

ア又はイによる漏えい防止措置を講じた場合には、止液板を設けないことができるも

のであること。 

⑵ 液状化の判定方法 

液状化のおそれのある地盤とは、新設の防油堤にあっては砂質土であって危険物の規制

に関する技術上の基準の細目を定める告示（以下「告示」という。）第４条の８各号に該当

するもの（標準貫入試験値は第３号の表のＢを用いる。）をいい、既設の防油堤にあっては
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砂質土であって地盤の液状化指数（PL値）が５を超え、かつ、告示第４条の８第１号及び第

２号に該当するものをいうものとすること。また、これらの判断は、ボーリングデータに

基づき行われるものであるが、タンク建設時に得られたボーリングデータを活用すること

でも差し支えないものであること。 

なお、地盤改良を行う等液状化のおそれがないよう措置されたものにあっては、漏えい

防止措置を講じないことができるものであること。 

２ 既設防油堤の耐震性向上策 

⑴ 既設の鉄筋コンクリート製防油堤（以下「既設防油堤」という。）のうちおおむね 20ｍ以

内ごとに伸縮目地が設けられていないものにあっては、新たに伸縮目地を設けること。 

⑵ 既設防油堤の全部又は一部が液状化のおそれのある地盤に設置されており、かつ、目地

部の水平鉄筋が連続して配置されていない場合にあっては、当該部分に対し１(1)の漏えい

防止措置を講じること。 

⑶ 既設防油堤のうち全部又は一部が液状化のおそれのある地盤に設置されており、かつ、

隅角部にコンクリートの打継ぎがあるもの（隅角部の水平鉄筋が切断されることなく連続

して配置されているものを除く。）には、当該打継ぎ部に１(1)ア又はイの漏えい防止措置

を講じること。これらの場合において、１(1)ア(イ)中「200㎜」とあるのは「50㎜」と読

み替え、１⑴イ(ｴ)中「伸縮目地部を中心に壁高の２倍」とあるのは「打継ぎ部から両方向

に壁高の１倍」と読み替えるものとすること。 

３ 暫定措置 

既設防油堤に漏えい防止措置を講じるまでの間にあっては、防油堤の目地部の損傷に対し

速やかに対応できるよう、土嚢を配備するなど応急措置体制を構築しておくこと。 
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別添２ 

 

「防油堤目地部の可撓性材に関する技術上の指針」（H.10.3.25消防危第 33号通知） 

 

鉄筋コンクリート造の防油堤の目地部に用いる可撓性材のうち、ゴム製可撓性材、及びステ

ンレス製可撓性材の性能等は、次によるものとする。 

１ ゴム製可撓性材 

⑴ 基本構造 

ゴム製可撓性材は、図１に示すように固定部分と可撓部分に分けた場合、可撓部分が目

地部等の変位に対して追従するように設計されていること。 

可撓部の延べ長さ（以下、「可撓部周長」という。）(Ｓ)は、下記の式により算出する可

撓部必要周長(Ｌ)よりも長いことが必要であること。（Ｓ≧Ｌ） 

なお、ゴム製可撓性材は、ゴム材料のみで作られた単層タイプ、又はゴム材料の他に強

度部材として繊維等を用いる複合タイプのものであること。 

ア 可撓部必要周長 

可撓部必要周長(Ｌ)は、次式により求めること。 

 

 

 

ここで 

Ｗ：設置するゴム製可撓性材の可撓部の幅 

Ｓe，Ｓv，Ｓh：防油堤の軸方向、鉛直方向、及びこれらに直角な方向（以下、「軸直角

方向」という。）の変位量であり、伸縮目地部は三方向それぞれ 200㎜、隅角部はそれぞ

れ 50㎜とする。 
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イ 固定方法 

ゴム製可撓性材は、図２に示すようにアンカーボルト、押さえ板、ワッシャー、ナッ

トを用い、突条が十分につぶれるまで締め付け、防油堤体に緊結すること。 
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⑵ 耐久性能等 

ゴム製可撓性材を構成するゴム材料及び強度部材である繊維材料の耐久性は、次の試験

により確認されたものであること。 

ア 耐熱老化試験 

ゴム材料の耐熱老化試験方法は、日本工業規格Ｋ6301 に準拠することとし、試験は

70℃×96時間で行い、下表のすべての規格値を満足すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 耐候性試験 

ゴム材料の耐候性試験（オゾン劣化試験）は、日本工業規格Ｋ6301に準拠し、試験は

オゾン濃度 50±5pphm、40℃×96時間で行い、亀裂が発生しないこと。 
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ウ 補強繊維材料の引張試験強度 

補強繊維材料の引張試験方法は、日本工業規格Ｋ6322（コンベアゴムベルト試験法）

に準拠することとし、布層１枚（布層を２枚以上とする場合は、その合計とする）、幅１

㎝当たり 100㎏ f以上の引張強度であること。 

エ クリープ試験 

単層タイプのゴム製可撓性材はゴム材料について、複合タイプのゴム製可撓性材は、

強度部材である織維材料について次により行うこと。 

試験サンプル ： 20㎜×1,200㎜ 

測定位置 ： 試験サンプルの横方向中央、かつ、上部から 1,000㎜の位置 

試験荷重 ： 21.3㎏ f 

測定方法 ： 試験サンプルの上端を固定し、下端に重りを取り付け、時間経過に

対する伸び量を測定する。 

規格値 ： 168時間後の伸び量が初期値の 10％以下であること。 

オ 耐油性試験 

耐油性試験は、ゴム製可撓性材の製品から試験サンプルを作成して行うこと。試験は

オイルフェンスの耐油性基準（財団法人日本舶用品検定協会基準）に準拠し、オイルフ

ェンスの耐油性試験に定められている油（Ａ重油 60％＋ガソリン 40％）及び 100％ガソ

リンを試験用油として用い、ゴム材料表面の亀裂が無く、かつ、補強繊維の剥離がない

ことを確認すること。 

⑶ ゴム製可撓性材の強度 

ゴム製可撓性材の強度を検討する際の圧力は、静液圧及び地震時の動液圧とすること。

なお液重量及び液圧は、防油堤内に存する屋外貯蔵タンクの危険物の比重量を 1.0t/ｍ3と

して算出するものとする。ただし、危険物の比重量が 1.0t/ｍ3以上の場合は、当該危険物

の比重量によるものとすること。 

ア 静液圧は、次式により算出するものとする。 

Ph＝Wo・H（t/㎡） 

Ph：液面より深さ H(ｍ)の位置の液圧（t/㎡） 

Wo：危険物の比重量（t/ｍ3） 

H：液面よりの深さ（液面から地表面までとする。）(ｍ) 

イ 地震時動液圧は、地表面以上に作用するものとし、次式により算出するものとする。 

P＝（7/12）Kh・Wo・H2 

Hg＝（2/5）H 

Kh＝0.15ν1・ν2 

Kh：設計水平震度 

ν1：地域別補正係数 

ν2：地盤別補正係数 

 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定

める告示第４条の 20によること。 
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Ｐ：防油堤単位長さ当たりの防油堤に加わる全動液圧（t/ｍ） 

Wo：危険物の比重量（t/ｍ3） 

H：液面よりの深さ（液面から地表面までとする。）(ｍ) 

Hg：全動液圧の合力作用点の地表面からの高さ(ｍ) 

２ ステンレス製可撓性材 

⑴ 基本構造 

ステンレス製可撓性材は、ベローズの個々の山の変形によって目地部等の相対変位に追

従する構造とすること。防油堤の壁高及び設定変位量からベローズの山の変形量を算定し、

ベローズの山がつぶれないような山の数、ピッチ及び山の高さを決定するものとする。な

お、ベローズ全体の高さ(Ｈ)が１ｍを超える場合は、複式ベローズを使用すること。 
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⑵ ベローズの単位山あたりの変位量 

ベローズの単位山あたりの変位量の計算は次によること。 

ア 単式ベローズ 

① 軸方向単位山あたりの変位量 ｅx（㎜） 

 

 

 

② 軸直角方向単位山あたりの変位量 ｅy（㎜） 

 

 

 

イ 複式ベローズ 

① 軸方向単位山あたりの変位量 ｅx（㎜） 

 

 

 

② 軸直角方向単位山あたりの変位量 ｅy（㎜） 

 

 

 

 

ここで 

X：軸方向変位量（㎜） 

n：ベローズの山数（㎜） 

H：ベローズ全体の高さ（㎜） 

Y：軸直角方向変位量（㎜） 

Pi：ベローズのピッチ（㎜） 

L：ベローズ有効長（㎜） 

a：ベローズ中間長（㎜） 

⑶ 固定方法 

ステンレス製可撓性材は、アンカーボルト、押さえ板、ワッシャー及びナットを用いて

防油堤体に堅固に取り付けること。なお、ステンレス製可撓性材と防油堤体の間には、止

液のための耐油性パッキン等を設けること。 

⑷ 材質 

ステンレス製可撓性材の材質は、SUS316 と同等以上のものとすること。 

⑸ ステンレス製可撓性材の強度 

ステンレス製可撓性材の強度検討は、１、⑶に準じて行うこと。 
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第 13 節 地下貯蔵タンクに作用する荷重及び発生応力 

（H.17.3.24 消防危第 55号通知） 

１ 作用する荷重 

⑴ 主荷重 

ア 固定荷重（地下貯蔵タンク及びその付属設備の自重） 

Ｗ₁：固定荷重［単位：Ｎ］ 

イ 液荷重（貯蔵する危険物の重量） 

Ｗ₂＝γ₁・Ｖ 

Ｗ₂：液荷重［単位：Ｎ］ 

γ₁：液体の危険物の比重量［単位：Ｎ/㎣］ 

Ｖ ：タンク容量［単位：㎣］ 

ウ 内圧 

Ｐ₁＝ＰＧ＋ＰＬ 

Ｐ₁：内圧［単位：Ｎ/㎟］ 

ＰＧ：空間部の圧力（無弁通気管のタンクにあっては、考慮する必要がない）［単位：

Ｎ/㎟］ 

ＰＬ：静液圧［単位：Ｎ/㎟］ 

静液圧ＰＬは、次のとおり求める。 

ＰＬ＝γ₁・ｈ₁ 

γ₁：液体の危険物の比重量［単位：Ｎ/㎣］ 

ｈ₁：最高液面からの深さ[単位：mm] 

エ 乾燥砂荷重 

タンク室内にタンクが設置されていることから、タンク頂部までの乾燥砂の上載荷重

とし、その他の乾燥砂の荷重は考慮しないこととしてよい。 

Ｐ₂＝γ₂・ｈ₂ 

Ｐ₂：乾燥砂荷重［単位：Ｎ/㎟］ 

γ₂：砂の比重量［単位：Ｎ/㎣］ 

ｈ₂：砂被り深さ（タンク室の蓋の内側から地下タンク頂部までの深さ）[単位： mm] 

⑵ 従荷重 

ア 地震の影響 

静的震度法に基づく地震動によるタンク軸直角方向に作用する水平方向慣性力を考慮

することとしてよい。なお、地震時土圧については、タンク室に設置されていること から考

慮しない。 

ＦＳ＝Ｋｈ（Ｗ₁＋Ｗ₂＋Ｗ₃） 

ＦＳ ：タンクの軸直角方向に作用する水平方向地震力［単位：Ｎ］ 

Ｋｈ ：設計水平震度（告示第４条の23による） 

Ｗ₁ ：固定荷重［単位：Ｎ］ 
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Ｗ₂ ：液荷重［単位：Ｎ］ 

Ｗ₃ ：タンクの軸直角方向に作用する乾燥砂の重量［単位：Ｎ］ 

イ 試験荷重 

完成検査前検査、定期点検を行う際の荷重とする。［単位：Ｎ/㎟］ 

２ 発生応力等 

鋼製横置円筒型の地下貯蔵タンクの場合、次に掲げる計算方法を用いることができること。 

⑴ 胴部の内圧による引張応力 

σs₁＝Ｐｉ・（Ｄ／２t₁） 

σs₁：引張応力［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｐｉ：（内圧、正の試験荷重）［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｄ：タンク直径[単位：mm] 

ｔ₁：胴の板厚[単位：mm] 

⑵ 胴部の外圧による圧縮応力 

σs₂＝Ｐ₀・（Ｄ／２t₁） 

σs₂：圧縮応力［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｐ₀：（乾燥砂荷重、負の試験荷重）［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｄ：タンク直径[単位：mm] 

ｔ₁：胴の板厚[単位：mm] 

⑶ 鏡板部の内圧による引張応力 

σｋ₁＝Ｐｉ・（Ｒ／２t₂） 

σｋ₁：引張応力［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｐｉ：（内圧、正の試験荷重）［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｒ：鏡板中央部での曲率半径[単位：mm] 

t₂：鏡板の板厚[単位：mm] 

⑷ 鏡板部の外圧による圧縮応力 

σｋ₂＝Ｐ₀・（Ｒ／２t₂） 

σｋ₂：圧縮応力［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｐ₀：（乾燥砂荷重、負の試験荷重）［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｒ：鏡板中央部での曲率半径[単位：mm] 

t₂：鏡板の板厚[単位：mm] 

⑸ タンク固定条件の照査 

地下タンク本体の地震時慣性力に対して、地下タンク固定部分が、必要なモーメントに

耐える構造とするため、次の条件を満たすこと。 
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Ｆs・Ｌ≦Ｒ・ｌ 

Ｆs：タンク軸直角方向に作用する水平方向地震力［単位：Ｎ］ 

Ｌ：Ｆs が作用する重心から基礎までの高さ[単位：mm] 

Ｒ：固定部に発生する反力［単位：Ｎ］ 

ｌ：一の固定部分の固定点の間隔[単位：mm] 
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第 14 節 地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例について 

（H.18.5.9消防危第 112号通知（最終改正 H30.4.27消防危第 73号通知）） 

次に示す構造例により設置する地下貯蔵タンク及びタンク室の構造は、タンク室上部に土

被りがないこと等の標準的な設置条件等において、作用する荷重により生じる応力及び変形

に対する安全性が確認されているものとする。 

１ 標準的な設置条件等  

⑴ タンク鋼材は、日本工業規格 G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400(単位重量は 77×10⁻⁶N/

㎣)を使用。 

⑵ 外面保護の厚さは 2㎜。 

⑶ タンク室上部の土被りはなし。 

⑷ 鉄筋は SD295Aを使用。 

⑸ タンク室底版とタンクの間隔は 100㎜。 

⑹ タンク頂部と地盤面の間隔は 600 ㎜以上とされているが、タンク室頂版（蓋）の厚さを

300 ㎜（100KLの場合にあっては 350㎜）とし、タンク頂部とタンク室頂版との間隔は 300

㎜以上（307㎜～337㎜）とする。 

⑺ タンクとタンク室側壁との間隔は 100 ㎜以上とされているが、当該間隔は 100 ㎜以上

（153.5㎜～168.5㎜）とする。 

⑻ タンク室周囲の地下水位は地盤面下 600㎜。 

⑼ 乾燥砂の比重量は 17.7×10⁻⁶N/㎣とする。 

⑽ 液体の危険物の比重量は 9.8×10⁻⁶N/㎣とする。 

⑾ コンクリートの比重量は 24.5×10⁻⁶N/㎣とする。 

⑿ 上載荷重は車輌の荷重とし、車輌全体で 250kN、後輪片側で 100kN とする。 

⒀ 使用するコンクリートの設計基準強度は 21N/㎟とする。 

⒁ 鉄筋の被り厚さは 50㎜とする 
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第 15 節 既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について 

第１ 地下貯蔵タンクの流出事故防止対策に係る事項（H.22.7.8消防危第 144号通知） 

１ 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の要件等に関する事項 

⑴ 対象となる地下貯蔵タンクに係る設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚の定義は、以下

のとおりとする。 

ア 設置年数は、当該地下貯蔵タンクの設置時の許可に係る完成検査済証の交付年月日を

起算日とした年数をいうこと。 

イ 塗覆装の種類は、告示第４条の 48第 1項に掲げる外面の保護の方法をいうこと。 

ウ 設計板厚は、当該地下貯蔵タンクの設置時の板厚をいい、設置又は変更の許可の申請

における添付書類に記載された数値で確認すること。 

⑵ 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク及び腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクの要件

は、次のとおりであること。  

ア 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクは次表に掲げるものであること。 

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚 

50年以上 アスファルト 

（告示第４条の 48 第 1項第

２号に定めるもの。以下同

じ。） 

全ての設計板厚 

モルタル 

（告示第４条の 48第１項第１

号に定めるもの。以下同

じ。） 

8.0mm 未満 

エポキシ樹脂又は 

タールエポキシ樹脂 

（告示第４条の 48第１項第３

号に定めるもの。以下同

じ。） 

6.0mm 未満 

強化プラスチック 

（告示第４条の 48第１項第４

号に定めるもの。以下、同

じ。） 

4.5mm 未満 

40年以上 50年未満 アスファルト 4.5mm 未満 

 

 

 

 



 

292 

イ 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 

腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクは次表に掲げるものであること。 

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚 

50年以上 モルタル 8.0mm 以上 

エポキシ樹脂又は 

タールエポキシ樹脂 

6.0mm 以上 

強化プラスチック 4.5mm 以上 12.0mm未満 

40年以上 50年未満 アスファルト 4.5mm 以上 

モルタル 6.0mm 未満 

エポキシ樹脂又は 

タールエポキシ樹脂 

4.5mm 未満 

強化プラスチック 4.5mm 未満 

30年以上 40年未満 アスファルト 6.0mm 未満 

モルタル 4.5mm 未満 

20年以上 30年未満 アスファルト 4.5mm 未満 

 

２ 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置に関する事項 

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置のうち、内面の腐食を防止するた

めのコーティングは、以下の通り適切に講じること。 

⑴ 内面の腐食を防止するためのコーティングの施工に関する事項 

ア 施工方法 

(ｱ) 地下貯蔵タンク内面の処理 

ａ 地下貯蔵タンク内面のクリーニング及び素地調整を行うこと。 

ｂ 素地調整は、「橋梁塗装設計施工要領（首都高速道路株式会社）」に規定する素地

調整２種以上とすること。 

(ｲ) 板厚の測定 

50㎝平方につき３点以上測定した場合において、鋼板の板厚が 3.2㎜以上であるこ

とを確認すること。ただし、3.2㎜未満の値が測定された部分がある場合には、第５に

より対応することで差し支えないこと。  

(ｳ) 内面の腐食を防止するためのコーティングの成形 

a 内面の腐食を防止するためのコーティング（以下「コーティング」という。）に

用いる樹脂及び強化材は、当該地下貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危

険物に対して劣化のおそれのないものとすること。 

ｂ コーティングに用いる樹脂及び強化材は、必要とされる品質が維持されたもの

であること。 

ｃ コーティングの厚さは、２㎜以上とすること。 

ｄ 成形方法は、ハンドレイアップ法、紫外線硬化樹脂貼付法その他の適切な方法
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とすること。 

(ｴ) 成形後のコーティングの確認 

成形後のコーティングについて次のとおり確認すること。 

a 施工状況 

気泡、不純物の混入等の施工不良がないことを目視で確認すること。 

ｂ 厚さ  

膜厚計によりコーティングの厚さが設計値以上であることを確認すること。 

ｃ ピンホールの有無 

ピンホールテスターにより、ピンホールが無いことを確認すること。 

イ その他 

(ｱ) 工事中の安全対策 

コーティングの施工は、地下貯蔵タンクの内部の密閉空間において作業等を行うも

のであることから、可燃性蒸気の除去等火災や労働災害等の発生を防止するための措

置を講ずること。 

(ｲ) 作業者の知識及び技能 

職位業能力開発促進法に基づく「二級強化プラスチック成形技能士（手積み積層成

形作業）」又はこれと同等以上の知識及び技能を有する者がコーティングの成型及び確

認を行うことが望ましいこと。 

(ｳ) マニュアルの整備 

ア並びにイ（ア）及び（イ）の事項を確実に実施するため、施工者は、次に掲げる事

項につき、当該各号に定める基準に適合するマニュアルを整備しておくことが望まし

いこと。 

ａ コーティングの施工方法アに適合すること。 

ｂ 工事中の安全対策(ｱ)に適合すること。 

ｃ 作業者の知識及び技能(ｲ)に適合すること。 

(ｴ) 液面計の設置 

地下貯蔵タンクの内面に施工されたコーティングを損傷させないようにするため、

危政令第 13 条第１項第８号の２に規定する危険物の量を自動的に表示する装置を設

けることが望ましいこと。 

ウ 完成検査前検査 

マンホールの取付けを行う場合については、完成検査前検査が必要であること。この

場合において、水圧試験に代えて、告示第 71条第１項第１号に規定するガス加圧法とし

て差し支えない。  

⑵ コーティングの維持管理に関する事項  

コーティングを施工したすべての地下貯蔵タンクについて、施工した日から 10年を超え

ない日までの間に１回以上タンクを開放し、次に掲げる事項を確認することが望ましいこ

と。 
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ア コーティングに歪み、ふくれ、亀裂、損傷、孔等の異常がないこと。 

イ ⑴ア(ｲ)に規定する方法により測定した地下貯蔵タンクの板厚が 3.2 ㎜以上であるこ

と又は危省令第 23条に規定する基準に適合していること。ただし、次の(ｱ)又は(ｲ)によ

り確認している場合については、確認を要さないものとして差し支えないこと。 

(ｱ) コーティング施工にあわせて地下貯蔵タンク及びこれに接続されている地下配管

に告示第４条に規定する方法により電気防食措置を講じ、防食電圧・電流を定期的に

確認している場合 

(ｲ) 地下貯蔵タンクの対地電位を１年に１回以上測定しており、この電位が－500mV以

下であることを確認している場合 

３ 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置に関する事項 

腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置のうち、地下貯蔵タンクからの危険物

の微少な漏れを検知するための設備には、例えば高い精度でタンクの液面を管理することが

できる高精度液面計があること。 

４ その他  

以下に該当する場合は第１章第２節第５、２⑴に規定する「届出を要する軽微な変更工事」

として取り扱って差し支えないこと。 

⑴ 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに該当しないものに対し、高精度液面計を設置する

場合（コンクリート等のはつり等の工事が必要な場合を除く） 

⑵ 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等に該当しないものに対し、コーティングを講

じる場合（マンホールの取付け等の工事が必要な場合を除く）または電気防食を行う場合

（コンクリート等のはつり等の工事が必要な場合を除く） 

第２ 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク又は腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに該当す

る地下貯蔵タンクについて、危省令に基づき、当該タンクに内面の腐食を防止するためのコ

ーティングを講ずること、電気防食により保護すること又は地下貯蔵タンクからの危険物の

微少な漏れを 検知するための設備を設けることが必要となるが、当該タンクのうち危険物

の貯蔵及び取扱いを休止しているものにあっては、休止の間、危政令第 23条を適用して、

当該措置を講じないことを認めて差し支えない。（H.22.7.23消防危第 158号質疑） 

第３ 地下貯蔵タンクの設置者等が、１日に１回以上の割合で、地下貯蔵タンクへの受入量、払

出量及びタンク内の危険物の量を継続的に記録し、当該液量の情報に基づき分析者（法人を

含む。）が統計的手法を用いて分析を行うことにより、直径 0.3ミリメートル以下の開口部

からの危険物の流出の有無を確認することができる方法を実施する場合においては、危政令

第 23条を適用し、地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための設備を設置

しないことができる。（H.22.7.23消防危第 158号質疑） 

第４ ステンレス鋼板その他の耐食性の高い材料で造られている地下タンクにあっては、当該地

下タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物及び地下タンクが埋設されている土壌環境等

に鑑み、当該タンクが十分な耐食性を有することが確認された場合、腐食のおそれが特に高

いものに該当するタンクにあっては、危省令第 23条の２第１項柱書のただし書きを適用し
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て、内面コーティング又は電気防食の措置を講じないこととし、腐食のおそれが高いものに

該当するタンクにあっては、危政令第 23条を適用し、危険物の微少な漏れを検知するため

の設備を設けないことができる。（H.24.3.30 消防危第 92号質疑） 

第５ 内面の腐食を防止するためのコーティングの施工をするために地下タンクを解放した結

果、板厚が 3.2mm未満となるような減肉又はせん孔がある場合であっても、以下による補修

及び維持管理が実施されれば、政令第 23条を適用して、当該地下タンクを継続使用するこ

とを認めて差し支えない。（H.21.11.17消防危第 204号質疑） 

１ 地下タンクからの危険物の流出が確認されていないこと。 

なお、確認方法については、例えば、漏れの点検及び漏えい検査管による点検の結果によ

り異常がないことが挙げられる。 

２ 減肉又はせん孔の個数と大きさは、次のいずれかを満たすこと。この場合において、減肉

の大きさは、板厚が 3.2mm 未満の部分の大きさとし、せん孔の大きさは、せん孔部の周囲を

板厚が 3.2mm以上保持しているところまで削り取った大きさとする。 

⑴ タンクに１か所のみ減肉又はせん孔がある場合、減肉又はせん孔の直径が 38mm以下であ

ること。 

⑵ タンクに複数の減肉又はせん孔がある場合、次のとおりとする。 

ア 0.09 ㎡あたりの数が５か所以下であり、かつ、減肉又はせん孔の直径が 12.7 ㎜以下

であること。 

イ 46㎡あたりの数が 20か所以下であり、かつ、減肉又はせん孔の直径が 12.7㎜以下で

あること。 

３ 減肉又はせん孔部分について次のとおり補修を行う。 

⑴ 地下タンク内面の処理については、クリーニング後、「橋梁塗装設計施工要領」（平成 18

年４月首都高速道路株式会社）に示されている素地調整第１種相当となるように行うこと。 

⑵ せん孔部分については、板厚が 3.2mm 以上保持しているところまで削り取り、防水セメ

ント又は金属パテで穴及び削り取った部分を埋める。 

⑶ 次に示す FRP を減肉又はせん孔部位から全方向に 150mm 以上被覆し、厚さが 2mm 以上と

なるよう積層すること。 

ア FRPは次表の樹脂及び強化材から造ること。 

イ FRP の引張強さの限界値及び空洞率の最大値は、日本工業規格 K7011「構造用ガラス

繊維強化プラスチック」の「第Ⅰ類、２種、GL-10」に適合すること。 

ウ FRPは、日本工業規格 K7070「繊維強化プラスチックの耐薬品性試験方法」に規定する

樹脂 

日本工業規格 K 6919「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル

樹脂」（UP-CM、UP-CE又はUP-CEEに係る規定に限る。）に適合する

樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂 

強化材 
日本工業規格 R 3411「ガラスチョップドストランドマット」及び日本工業規

格 R 3417「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維 
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耐薬品性試験において日本工業規格 K7012「ガラス繊維強化プラスチック製耐食貯槽」

6.3に規定する事項に適合すること。この場合において、試験液は、貯蔵し、又は取り扱

う危険物とすること。 

４ 補修後、第１、２⑴の内容に基づきタンク内部全体に内面コーティングを実施する。 

なお、完成検査前検査は、補修後から全体の内面コーティングを成形する前までの間に実

施する必要があること。この場合において、水圧試験に代えて、告示第 71条第１項第１号に

規定するガス加圧法として差し支えない。 

５ 内面ライニング実施後、10年以内に開放点検を行い、次の点について点検すること。さら

に、その後５年ごとに同様の点検を繰り返すこと。 

⑴ 内面コーティングにゆがみ、ふくれ、き裂、損傷、穴等の異常がないこと。 

⑵ 減肉又はせん孔の個数及び大きさが、上記２に適合していること。 
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第 16 節 油中ポンプ設備の基準 

(H.5.9.2消防危第 67号通知） 

１ 電動機の構造（危省令第 24条の２第１号関係） 

⑴ 固定子は、固定子の内部における可燃性蒸気の滞留及び危険物に接することによるコイ

ルの絶縁不良、劣化等を防止するため、金属製の容器に収納し、かつ、危険物に侵されな

い樹脂を当該容器に充填すること。 

⑵ 運転中に固定子が冷却される構造とは、固定子の周囲にポンプから吐出された危険物を

通過させる構造又は冷却水を循環させる構造をいうものであること。 

⑶ 電動機の内部に空気が滞留しない構造とは、空気が滞留しにくい形状とし、電動機の内

部にポンプから吐出された危険物を通過させて空気を排除する構造又は電動機の内部に不

活性ガスを封入する構造をいうものであること。この場合において、電動機の内部とは、

電動機の外装の内側をいうものであること。 

２ 電動機に接続される電線（危省令第 24条の２第２号関係） 

⑴ 貯蔵し、又は取り扱う危険物に侵されない電線とは、貯蔵し、又は取り扱う危険物に侵

されない絶縁物で被覆された電線をいうものであること。 

⑵ 電動機に接続される電線が直接危険物に触れないよう保護する方法とは、貯蔵し、又は

取り扱う危険物に侵されない金属管等の内部に電線を設ける方法をいうものであること。 

３ 電動機の温度上昇防止措置（危省令第 24 条の２第３号関係） 

締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置とは、固定子の周囲にポンプか

ら吐出された危険物を通過させる構造により当該固定子を冷却する場合にあっては、ポンプ

吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に危険物を自動的に地下貯蔵タンクに戻

すための弁及び配管をポンプ吐出管部に設ける方法をいうものであること。 

４ 電動機を停止する措置（危省令第 24条の２第４号関係） 

⑴ 電動機の温度が著しく上昇した場合において電動機を停止する措置とは、電動機の温度

を検知し、危険な温度に達する前に電動機の回路を遮断する装置を設けることをいうもの

であること。 

⑵ ポンプの吸引口が露出した場合において電動機を停止する措置とは、地下貯蔵タンク内

の液面を検知し、当該液面がポンプの吸引口の露出する高さに達した場合に電動機の回路

を遮断する装置を設けることをいうものであること。 

５ 油中ポンプ設備の設置方法（危省令第 24 条の２第５号関係） 

⑴ 油中ポンプ設備を地下貯蔵タンクとフランジ接合することとしているのは、油中ポンプ

設備の維持管理、点検等を容易にする観点から規定されたものであること。また、油中ポ

ンプ設備の点検等は、地上で実施すること。 

⑵ 保護管とは、油中ポンプ設備のうち地下貯蔵タンク内に設けられる部分を危険物、外力

等から保護するために設けられる地下貯蔵タンクに固定される金属製の管をいうものであ

ること。 

なお、当該部分の外装が十分な強度を有する場合には、保護管内に設ける必要がないこ
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と。 

⑶ 危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピ

ットは、地上からの作業が可能な大きさのコンクリート造又はこれと同等以上の性能を有

する構造の箱とし、かつ、ふたが設けられていること。 

６ その他 

⑴ 油中ポンプ設備に制御盤又は警報装置を設ける場合には、常時人がいる場所に設置する

こと。 

⑵ 油中ポンプ設備の吸引口は、地下貯蔵タンク内の異物、水等の浸入によるポンプ又は電

動機の故障を防止するため、地下貯蔵タンクの底面から十分離して設けることが望ましい

こと。 

⑶ ポンプ吐出管部には、危険物の漏えいを検知し、警報を発する装置又は地下配管への危

険物の吐出を停止する装置を設けることが望ましいこと。 

⑷ 油中ポンプ設備には、電動機の温度が著しく上昇した場合、ポンプの吸引口が露出した

場合等に警報を発する装置を設けることが望ましいこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図１ 油中ポンプ設備の模式図（電動機の内部に危険物を通過させる場合） 
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参考図２ 油中ポンプ設備の設置例 
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第 17 節 タンク室に作用する荷重及び発生応力 

（H.17.3.24 消防危第 55号通知） 

１ 作用する荷重 

⑴ 主荷重 

① 固定荷重（タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその付属設備の自重） 

W4：固定荷重［単位：N］ 

② 液荷重（貯蔵する危険物の重量） 

W2＝γ1・V 

W2：液荷重［単位：N］ 

γ1：液体の危険物の比重量［単位：N/mm3］ 

V：タンク容量［単位：mm3］ 

③ 土圧 

P3＝KA・γ3・h3 

P3：土圧［単位：N/mm2］ 

KA：静止土圧係数（一般的に 0.5） 

γ3：土の比重量［単位：N/mm3］ 

h3：地盤面下の深さ［単位：㎜］ 

④ 水圧 

P4＝γ4・h4 

P4：水圧［単位：N/mm2］ 

γ4：水の比重量［単位：N/mm3］ 

h4：地下水位からの深さ（地下水位は、原則として実測値による）［単位：㎜］ 

⑵ 従荷重 

① 上載荷重 

上載荷重は、原則として想定される最大重量の車両の荷重とする（250kN の車両の場

合、後輪片側で 100kNを考慮する）。 

② 地震の影響 

地震の影響は、地震時土圧について検討する。 

P5＝KE・γ4・h4 

P5：地震時土圧［単位：N/mm2］ 

KE：地震時水平土圧係数 

地震時水平土圧係数 KEは、次によることができる。 

 

 

 

φ：周辺地盤の内部摩擦角［単位：度］ 

θ：地震時合成角［単位：度］ 
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θ＝tan-1Kh 

Kh：設計水平震度（告示第４条の 23 による） 

γ4：土の比重量［単位：N/mm3］ 

h4：地盤面下の深さ［単位：㎜］ 

⑵ 発生応力 

発生応力は、荷重の形態、支持方法及び形状に応じ、算定された断面力（曲げモーメン

ト、軸力及びせん断力）の最大値について算出すること。 

この場合において、支持方法として上部がふたを有する構造では、ふたの部分を単純ば

り又は版とみなし、側部と底部が一体となる部分では、側板を片持ばり、底部を両端固定

ばりとみなして断面力を算定して差し支えない。 
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第 18 節 地下貯蔵タンクの砕石基礎による施工方法に関する指針 

（H.８.10.18消防危第 127号通知(最終改正 H29.12.15消防危第 205号通知)） 

本指針は、危政令第 13条に掲げる地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の

基準のうち、「当該二重殻タンクが 堅固な基礎の上に固定されていること（危政令第 13

条第２項第２号ハ）」に関する施工方法のうち砕石基礎を用いる場合の施工方法を示すも

のである。本指針については、概ね容量 50kL程度までの地下貯蔵タンク（直径は 2,700

㎜程度まで）を想定したものである。 

なお、本指針はＦＦ二重殻タンク、鋼製二重殻タンク及び鋼製強化プラスチック製二

重殻タンク（以下「ＳＦ二重殻タンク」という。）をタンク室以外の場所に設置する場合

について適用するものである。また、鋼製一重殻タンク、ＦＦ二重殻タンク、鋼製二重

殻タンク及びＳＦ二重殻タンクをタンク室に設置する場合の施工に際しても準用が可能

である。 

１ 堅固な基礎の構成砕石基礎は、以下に記す基礎スラブ、砕石床、支持砕石、充填砕石、埋

戻し部及び固定バンドにより構成するものであること。（図参照） 

⑴ 基礎スラブは、最下層に位置し上部の積載荷重と浮力に抗するものであり、平面寸法は

危政令第 13条第２項第１号に掲げる措置を講じた地下貯蔵タンク（以下単に「タンク」と

いう。）の水平投影に支柱及びタンク固定バンド用アンカーを設置するために必要な幅を加

えた大きさ以上とし、かつ、300㎜以上の厚さ若しくは日本建築学会編「鉄筋コンクリート

構造計算規準・同解説」に基づく計算によって求める厚さを有する鉄筋コンクリート造と

すること。 

⑵ 砕石床は、基礎スラブ上でタンク下部に局部的応力が発生しないよう直接タンクの荷重

等を支持するものであり、６号砕石等（JIS A 5001「道路用砕石」に示される単粒度砕石

で呼び名がＳ－13（６号）又は３～20㎜の砕石（砂利を含む。）をいう。以下同じ。）又は

クラッシャラン（JIS A 5001「道路用砕石」に示されるクラッシャランで呼び名がＣ－30

又はＣ－20のものをいう。以下同じ。）を使用するものであること。また、ゴム板又は発泡

材（タンク外面の形状 に成形された発泡材で耐油性としたものをいう。以下同じ。）をも

って代えることも可能であること。 

砕石床材料ごとの寸法等については次表によること。 
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⑶ 支持砕石は、砕石床上に据え付けたタンクの施工時の移動、回転の防止のめ、充填砕石

の施工に先立って行うものであり、６号砕石等又はクラッシャランをタンク下部にタンク

中心から 60度（時計で例えると５時から７時まで）以上の範囲まで充填すること。 

ただし、砕石床として発泡材を設置した場合及びタンク据え付け後直ちに固定バンドを

緊結した場合は、省略できるものであること。 

⑷ 充填砕石は、設置後のタンクの移動、回転を防止するため、タンクを固定、保持するも

のであり、６号砕石等、クラッシャラン又は山砂を砕石床からタンク外径の１／４以上の

高さまで充填すること。 

⑸ 埋戻し部は、充填砕石より上部の埋戻しであり、土圧等の影響を一定とするため、６号

砕石等、クラッシャラン又は山砂により均一に埋め戻すこと。 

⑹ 固定バンドは、タンクの浮力等の影響によるタンクの浮上、回転等の防止のため、基礎

スラブ及び砕石床に対し概ね 80～90度の角度となるよう設けること。 

２ 施工に関する指針 

⑴ 基礎スラブの設置基礎スラブの施工に先立ち、基礎スラブ等の上部の荷重を支持する掘

削抗の床は、十分に締固め等を行うこと。また、掘削抗の床上には、必要に応じて割栗石

等を設けること。基礎スラブは、荷重（支柱並びに支柱を通じて負担するふた及びふた上

部にかかる積載等の荷重を含む。）に対して十分な強度を有する構造となるよう、必要なス

ラブ厚さ及び配筋等を行うものであること。また、基礎スラブにはタンク固定バンド用ア

ンカーを必要な箇所（浮力、土圧等によりタンクが移動、回転することのないものとする。）

に設置すること。 

⑵ 砕石床の設置砕石床を６号砕石等とした場合は、基礎スラブ上のみでなく掘削抗全面に

設置すること（砕石床の崩壊を防止するため、基礎スラブ周囲に水抜き孔を設けた必要な

砕石床の厚さと同等以上の堰を設けた場合には、砕石床を基礎スラブ上のみに設けること

ができる。）。また、砕石床をクラッシャランとした場合は、基礎 スラブ上において必要な

砕石床の厚さを確保できるよう設置すること。なお、砕石床の設置に際しては、十分な支

持力を有するよう小型ビブロプレート、タンパー等により均一に締固めを行うこと。 

特に、ＦＦ二重殻タンクにあっては、タンクに有害な局部的応力が発生しないようにタ

ンクとの接触面の砕石床表面を平滑に仕上げること。 

⑶ タンク据付け、固定タンクの据付けに際しては、設置位置が設計と相違しないように、

十分な施工管理を行うとともに、仮設のタンク固定補助具（タンクが固定された時点で撤

去するものであること。）を用いる等により正確な位置に据え付けること。タンク固定バン

ドの締付けにあたっては、これを仮止めとした場合は、支持砕石充填後、適切な締付けを

行うこと。また、タンクを据え付け後、直ちに固定バンドの適切な締付けを行う場合は、

支持砕石の設置は省略されるものであること。なお、ＦＦ二重殻タンク及びＳＦ二重殻タ

ンクの場合には、固定バンドの接触 部にゴム等の緩衝材を挟み込むこと（固定バンドの材

質を強化プラスチックとした場合を除く。）。 

⑷ 支持砕石の設置 固定バンドを仮止めとした場合は、支持砕石の設置に際して、タンク下
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部に隙間を設けることのないよう６号砕石等又はクラッシャランを確実に充填し、適に突

き固めること。突固めにあたってはタンクを移動させることのないように施工すること。 

なお、ＦＦ二重殻タンク及びＳＦ二重殻タンクの突固めにあたっては、タンの外殻に損

傷を与えないよう、木棒等を用いて慎重に施工すること。 

⑸ 充填砕石の設置充填砕石は、掘削坑全面に充填すること。この際に、適切に締固めを行

うこと。適切な締固めの方法としては、山砂の場合、充填高さ概ね 400 ㎜毎の水締め、６

号砕石等又はクラッシャランの場合、概ね 300 ㎜毎に小型のビブロプレート、タンパー等

による転圧等があること。充填砕石の投入及び締固めにあっては、片押しにならず土圧が

タンクに均等に作用するよう配慮するとともに、タンク外殻の損傷又はタンクの移動を生

じないよう、慎重に施工すること。ＦＦ二重殻タンク又はＳＦ二重殻タンクにおいては、

充填砕石に用いる山砂は、20 ㎜程度以上の大きな礫等の混在していないもので、変質がな

く密実に充填が可能なものを使用すること。 

⑹ 埋戻し部の施工埋戻し部の施工は、充填砕石の設置と同様な事項に留意すること。 

⑺ ふたの設置ふたの上部の積載等の荷重がタンク本体にかからないようにするため、ふた、

支柱及び基礎スラブを一体の構造となるよう配筋等に留意すること。 

⑻ その他留意すべき事項 掘削坑内にタンクを設置した後にふたの施工が完了するまでの

間、地下水又は雨水により、タンクが浮き上がるおそれのある場合には、タンクに水を張

る等の浮上防止措置を講ずること。なお、タンク内に水を張る場合には、次に掲げる事項

に留意すること。 

ア タンク内に水を張る際は、水道水等を使用し、異物がタンク内に入らないようにする

こと。 

イ タンクの水張は、その水量に関わらず、埋め戻しをタンクの直径の２分の１まで施工

した後に行うこと。 

ウ タンクに中仕切りがある場合は、各槽に均等に水を張ること。 

エ 水張後にタンク固定用バンドの増し締めを行わないこと。ただし、タンクとゴムシー

トの間に砕石が入り込むような緩みが発生した場合は、隙間がなくなる程度に最小限の

増し締めを行うこと。 

３ 施工管理記録簿の作成及び保存 

⑴ 施工管理記録簿の作成施工管理者は、施工管理記録簿を作成し、砕石基礎の構成及び次

に掲げる施工における工程毎に、上記１及び２に掲げる事項の実施状況等を記録すること。 

ア 基礎スラブの設置 

イ 砕石床の設置 

ウ タンク据付け、固定 

エ 支持砕石の設置（砕石床として発泡材を設置した場合及びタンク据え付け後直ちに固

定バンドを緊結した場合において、支持砕石の設置を省略した場合は除く。） 

オ 充填砕石の設置 

カ 埋め戻し 
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キ ふたの設置 

ク 浮上防止措置 

⑵ 施工管理記録簿の作成に係る留意事項 

ア 施工管理者の確認年月日及び氏名を記載すること。 

イ 適切な施工が行われたことを示す写真を添付すること。 

⑶ 施工管理記録簿の保存タンクの所有者等は、施工管理者が作成した施工管理記録簿を、

タンクが廃止されるまでの間、設置に係る許可書とともに適切に保存すること。 
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第 19 節 鋼製二重殻タンクの基準 

(H.3.4.30消防危第 37号通知(最終改正 H.8.2.消防危第 34号通知）） 

１ 鋼製二重殻タンクの構造の例 

鋼製二重殻タンクは、タンク室に設置する場合を除き、危政令第 13 条第１項第１号ロから

ニまでのすべてに適合することとされているが、その例としては図１－１から図５－２まで

に示す構造のものがあること。 

なお、土圧等は外側の鋼板にはたらき、スペーサーを介して地下貯蔵タンクに伝えられる

こととなるが、これらの例における地下貯蔵タンクについては、各部分に発生する応力が許

容応力を超えないことが既に実験及び強度計算により確認されていること。 

２ 漏えい検知装置 

⑴ 鋼製二重殻タンクには、検知液の液面のレベルの変化を常時検知するための装置（以下

「漏えい検知装置」という。）が設けられていること。 

⑵ 漏えい検知装置は、検知液の液面のレベルの変化を外側から目視により読み取ることが

できる容器、当該容器と鋼製二重殻タンクの間げきとを連結する配管及び検知液の液面の

レベルが設定量の範囲を超えて変化した場合に警報を発する装置により構成されるものと

し、その設置の例は図６－１から図６－３までのとおりであること。 

⑶ 容器は従業員等が容易に検知液の液面を監視できる場所に、警報装置は従業員等が容易

に警報を覚知することができる場所に設けられていること。 

⑷ 配管は、保護管を設ける等により変形及び損傷等を防止する措置を講じるとともに、外

面の腐食を防止するための措置が講じられたものであること。 

３ スペーサー 

鋼製二重殻タンクの据え付けにあたっては、スペーサーの位置が基礎台の位置と一致する

ものであること。 

４ タンクの定期点検 

タンクの定期点検については、「地下タンク及び地下埋設配管の定期点検の指導指針につい

て」（S.62.3.31 消防危第 23号通知) により実施することとなるが、タンク本体に係る点検

について、同通知中１⑴ア(ｲ) の方法は、鋼製二重殻タンクに危険物の漏れを常時検知する

措置が講じられていることから、危険物の量の測定を毎日実施することで足りるものである

こと。 

５ 事務処理上の留意点 

⑴ 前記１の例の鋼製二重殻タンクを設置する場合は、設置又は変更許可申請書への強度計

算書等の添付は要しないものであること。 

⑵ 鋼製二重殻タンクに設けられた間げきが気密に造られているかどうかの確認は、当該間

げきに 70㎪以上の圧力で水圧試験（水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う

試験を含む。）を行ったとき、漏れその他の異常がないことを確認することにより申請者が

行うこととなるが、消防機関においては、当該水圧試験において異常がなかった旨の書類

を提出させて完成検査を行うこと。 



 

310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

319 

第 20 節 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの基準 

(H.5.9.2消防危第 66号通知）（最終改正 H.8.2.消防危第 34号通知） 

１ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの構造等 

鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの構造等は、次によること。 

⑴ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの構造は、次のとおりであり、その構造の例は別

図－１に示すとおりであること。 

なお、鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを地盤面下に埋設した場合における当該タ

ンクに係る土圧等は、強化プラスチックを介して鋼製の地下貯蔵タンクに伝えられる構

造となっていること。 

また、この場合における鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに設けられた微小な間げ

きは、土圧等によりなくならないことについては確認されていること。 

ア 地下貯蔵タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ２㎜以上

のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを微小な間げき（0.1㎜程度）を有する

ように被覆すること。 

イ 地下貯蔵タンクに被覆された強化プラスチックと当該地下貯蔵タンクの間げき内に漏

れた危険物を検知できる設備を設けること。 

⑵ 強化プラスチックの材料は、次のとおりとすること。 

ア 樹脂は、イソフタル酸系不飽和ポリエステル樹脂、ビスフェノール系不飽和ポリエ

ステル樹脂、ビニルエステル樹脂又はエポキシ樹脂とすること。 

イ ガラス繊維等は、ガラスチョップドストランドマット（JIS R 3411) 、ガラスロー

ビング（JIS R 3412) 、処理ガラスクロス（JIS R 3416) 又はガラスロービングクロ

ス（JIS R 3417) とすること。 

⑶ 強化プラスチックに含有されるガラス繊維等の量は、強化プラスチックの重量の 30％程

度とすること。 

⑷ 地下貯蔵タンクに被覆した強化プラスチックの強度的特性は、「構造用ガラス繊維強化プ

ラスチック」(JIS K 7011)第Ⅰ類１種（ＧＬ－５）相当であること。 

⑸ 強化プラスチックに充填材、着色材等を使用する場合にあっては、樹脂及び強化材の品

質に影響を与えないものであること。 

２ 漏洩検知設備の構造等 

鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに設けられた間げき（以下「検知層」という。）内に

漏れた危険物を検知できる設備（以下「漏洩検知設備」という。）は、次によること。 

⑴ 漏洩検知設備は、地下貯蔵タンクの損傷等により検知層に危険物が漏れた場合及び強化

プラスチックの損傷等により地下水が検知層に浸入した場合に、これらの現象を検知する

ための検知層に接続する検知管内に設けられたセンサー及び当該センサーが作動した場合

に警報を発する装置により構成されたものであること。 

⑵ 検知管は、次により設けること。なお、鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る地

下貯蔵タンクの水圧検査は、検知管を取り付けた後に行うこと。 
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ア 検知管は、地下貯蔵タンクの上部から底部まで貫通させ、検知層に接続すること。 

イ 検知管は、検知層に漏れた危険物及び浸入した地下水（以下「漏れた危険物等」とい

う。）を有効に検知できる位置に設けること。 

ウ 検知管は、直径 100㎜程度の鋼製の管とし、その内部にはさびどめ塗装をすること。 

エ 検知管の底部には、穴あき鋼板を設けること。 

オ 検知管の上部には、ふたを設けるとともに、検知層の気密試験を行うための器具が接

続できる構造とすること。 

カ 検知管は、センサーの点検、交換等が容易に行える構造とすること。 

⑶ 検知層に漏れた危険物等を検知するためのセンサーは、液体フロートセンサー又は液面

計とし、検知管内に漏れた危険物等が概ね３㎝となった場合に検知できる性能を有するも

のであること。 

⑷ 漏洩検知設備は、センサーが漏れた危険物等を検知した場合に、警報を発するとともに

当該警報信号が容易にリセットできない構造とすること。 

なお、複数の鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを監視する装置にあっては、警報を

発したセンサーが設けてある鋼製強化プラスチック製二重殻タンクが特定できるものとす

ること。 

３ 強化プラスチックの被覆に係る製造上の留意事項 

⑴ 地下貯蔵タンクに強化プラスチックを被覆する方法は、ハンドレイアップ成形法、スプ

レイアップ成形法又は成型シート貼り法によるものとし、均一に施工できるものとするこ

と。 

⑵ 強化プラスチックを被覆する前の地下貯蔵タンクの外面は、被覆する強化プラスチック

等に悪影響を与えないように、平滑に仕上げること。 

⑶ 地下貯蔵タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までに設ける検知層は、地下

貯蔵タンクと強化プラスチックの間に、プラスチックが固化する場合に発生する熱等によ

り、ゆがみ、しわ等が生じにくい塩化ビニリデン系のシート又は熱の影響を受けにくい材

料で造られたスペーサーネット等を挿入することにより造ること。 

なお、成型シート貼り法による場合には、成型シートの接合部を除き、シート、スペー

サーネット等は必要ないものであること。 

⑷ 強化プラスチックに用いる樹脂の調合に当たっては、次によること。 

ア 硬化剤、促進剤等を添加する場合にあっては、厳正に計量すること。 

イ 適切なポットライフ（調合した樹脂を使用することができる時間）内で使用すること。 

⑸ 強化プラスチックに含有されるガラス繊維等は、均等に分布し、かつ、表面に露出しな

いようにすること。 

⑹ 強化プラスチックは、樹脂の含浸不良、気泡、異物混入等がなく、かつ、その表面に著

しい傷、補修跡等がないようにすること。 

⑺ 強化プラスチックは、検知層の気密性を確保するように被覆すること。 

⑻ 地下貯蔵タンクに吊り下げ金具等を取り付ける場合にあっては、検知層が設けられてい
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ない部分に取り付けること。 

⑼ 強化プラスチックの被覆に係る製造時には、次の事項を確認すること。 

ア 外観（目視により確認） 

強化プラスチックに歪み、ふくれ、亀裂、損傷、あな、気泡の巻き込み、異物の巻き込

み、シート接合部不良等がないこと。 

イ 強化プラスチックの厚さ（超音波厚計等を用いて確認） 

強化プラスチックの厚さが設定値以上であること。 

ウ 検知層（検知層チェッカー等を用いて確認） 

設計上、検知層を設けることとしている部分に確実に間げきが存すること。 

エ ピンホール（ピンホールテスター等を用いて確認） 

強化プラスチックにピンホールがないこと。 

オ 気密性（検知層を加圧（20㎪程度）し、加圧状態を 10分間以上維持して確認） 

圧力降下がないこと。 

４ 運搬、移動、設置上の留意事項 

⑴ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを運搬又は移動する場合にあっては、強化プラス

チックを損傷させないように行うこと（別図－２参照）。 

なお、鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを運搬する場合にあっては、当該タンクの

検知層を減圧（20 ㎪程度）しておくことが、損傷を防止する観点から効果的であること。 

⑵ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの外面が接触する基礎台、固定バンド等の部分に

は、緩衝材（厚さ 10㎜程度のゴム製シート等）を挟み込み、接触面の保護をすること（別

図－３参照）。 

⑶ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを設置する場合にあっては、当該タンクを基礎台

に据え付け、固定バンド等で固定した後に、検知層を加圧（20㎪程度）し、加圧状態を 10

分間以上維持し圧力降下がないことを確認すること。 

⑷ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを地盤面下に埋設する場合にあっては、石塊、有

害な有機物等を含まない砂を用いるとともに、強化プラスチック被覆に損傷を与えいよう

に作業をすること。 

⑸ 警報装置は、常時人のいる場所に設けること。 

５ 事務処理上の留意事項 

鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る完成検査を行う場合にあっては、次の事項に

留意して行うこと。 

⑴ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの強化プラスチックの被覆に係る完成検査として

は、前記３⑼アからエまでに掲げる事項について確認することが必要であること。 

⑵ 検知層の気密性については、鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを地盤面下に埋設し

た後に、当該検知層を加圧（20 ㎪程度）又は減圧（20 ㎪程度）し、当該状態を 10 分間以

上維持し圧力降下がないことを確認すること。 

６ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る定期点検 
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漏洩検知設備のセンサー、警報装置等の機能に係る点検については、センサーの方式等に

応じて適切に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       別図－１ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの構造例 
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       別図－２（その１） 吊り下げ作業方の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       別図－２（その２） 運搬方法の例 
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別図―３ 設置方法の例 
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第 21 節 強化プラスチック製二重殻タンクの基準 

(H.7.3.28消防危第 28号通知）（最終改正 H.8.10.消防危第 128 号通知） 

１ 強化プラスチック製二重殻タンクの構造等 

⑴ 強化プラスチック製二重殻タンクは、地下貯蔵タンク及び当該地下貯蔵タンクに被覆さ

れた強化プラスチック（以下「外殻」という。）が一体となって当該強化プラスチック製二

重殻タンクに作用する荷重に対して安全な構造を有するものであり、その一例を示すと別

図－１のとおりであること。 

また、危省令第 24条の２の４に定める安全な構造については、別記の内圧試験及び外圧

試験により確認されるものであること。 

なお、強化プラスチック製二重殻タンクを地盤面下に埋設した場合に当該タンクに作用

する土圧、内圧等の荷重に対し安全な構造とするうえでの地下貯蔵タンク及び外殻の役割

としては、次にものがあること。 

ア 土圧等による外圧及び貯蔵液圧等による内圧に対して外殻及び地下貯蔵タンクの双方

で荷重を分担するもの 

イ 土圧等の外圧に対しては外殻で、貯蔵液圧等による内圧に対しては地下貯蔵タンクで

それぞれ荷重を分担するもの 

⑵ 強化プラスチック製二重殻タンクに設けられた間げき（以下「検知層」という。）は、土

圧等による地下貯蔵タンクと外殻の接触等により検知機能が影響を受けないものとするこ

と。 

なお、検知層の大きさは特に規定されていないが、検知液による漏えい検知設備を用い

る場合にあっては、３㎜程度とすること。ただし、地下貯蔵タンクからの危険物の漏えい

が速やかに検知できる設備（以下「漏えい検知設備」という。）を設ける場合は、この限り

でない。 

⑶ 強化プラスチックの材料のうちガラス繊維等については、危省令第 24条の２の２第３項

第２号ロに定めるものの複数の組み合わせによっても差し支えないこと。 

⑷ 強化プラスチックに充てん材、着色剤、安定剤、可塑剤、硬化剤、促進剤等を使用する

場合にあっては、樹脂及び強化材の品質に悪影響を与えないものであること。 

⑸ 強化プラスチック製二重殻タンクの埋設にあたっては、「地下貯蔵タンクの砕石基礎によ

る施工方法について」(H.8.10,18消防危第 127号通知) によること。 

⑹ ノズル、マンホール等の取付部は、タンク本体と同等以上の強度を有するものであるこ

と。 

２ 漏えい検知設備の構造等 

漏えい検知設備は、次によること。 

⑴ 漏えい検知設備は、地下貯蔵タンクが損傷した場合に漏れた危険物を検知するためのセ

ンサー及び当該センサーが作動した場合に警報を発する装置により構成されたものである

こと。 

⑵ 検知管を設ける場合の検知管及び漏えい検知設備は、次によること。 
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なお、強化プラスチック製二重殻タンクの地下貯蔵タンクの水圧検査は、検知管を取り

付けた後に行うこと。 

ア 検知管は、地下貯蔵タンクの上部から底部まで貫通させ、検知層に接続すること。 

イ 検知管は、検知層に漏れた危険物を有効に検知できる位置で、鏡板に近接させないこ

と。 

ウ 検知管は、地下貯蔵タンクの構造に影響を与えないもので、内圧試験、外圧試験及び

気密試験に耐える十分な強度を有する材質で造られた直径 100㎜程度の管とすること。 

エ 検知管の上部にはふたを設けるとともに、検知層の気密試験を行うための器具が接続

できる構造とすること。 

オ 検知管は、センサーの点検、交換等が容易に行える構造とすると。 

カ 検知層に漏れた危険物を検知するためのセンサーは、液体フロートセンサー又は液面

計とし、検知管内に漏れた危険物が概ね３㎝となった場合に検知できる性能を有するも

のであること。 

キ 漏えい検知設備は、センサーが漏れた危険物を検知した場合に、警報を発するととも

に当該警報信号が容易にリセットできない構造とすること。 

なお、複数の二重殻タンクを監視する装置にあっては、警報を発したセンサーが設け

てある二重殻タンクが特定できるものとすること。 

⑶ 検知液による漏えい検知設備を用いる場合にあっては、「鋼製二重殻タンクに係る規定の

運用について」（H.3.4.30消防危第 37号通知) の２の漏えい検知装置の例によること。こ

の場合において、地下貯蔵タンク及び外殻の強化プラスチックに用いる樹脂は、検知液に

より侵されないものとすること。 

３ 強化プラスチック製二重殻タンクの製造上の留意事項 

一般に、製造上留意すべき事項としては次のものがあること。 

⑴ 強化プラスチックを被覆する方法は、ハンドレイアップ成形法、スプレイアップ成形法、

成型シート貼り法、フィラメントワインディング法等のいずれか又はこれらの組み合わせ

によることができるが、均一に施工できるものとすること。 

⑵ 強化プラスチックに用いる樹脂の調合は、次によること。 

ア 硬化剤、促進剤等を添加する場合にあっては、厳正に計量すること。 

イ 適切なポットライフ（調合した樹脂を使用することができる時間）内で使用すること。 

⑶ 強化プラスチックに含有されるガラス繊維等は、均等に分布し、かつ、表面に露出しな

いようにすること。 

⑷ 強化プラスチックは、樹脂の含浸不良、気泡、異物混入等がなく、かつ、その表面に著し

い傷、補修跡等がないようにすること。 

⑸ 外殻は、検知層の気密性及び液密性を確保するように被覆されていること。 

⑹ 強化プラスチック製二重殻タンクにつり下げ金具等を取り付ける場合にあっては、接続

部について試験等により安全性が確認されているものとすること。 

⑺ 強化プラスチック製二重殻タンクの製造時には、次の事項を確認すること。 
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ア 外観（目視により確認） 

強化プラスチックに歪み、ふくれ、亀裂、損傷、あな、気泡の巻き込み、異物の巻き込

み等がないこと。 

イ 強化プラスチックの厚さ（超音波厚さ計等を用いて確認） 

強化プラスチックの厚さが、設定値以上であること。 

ウ 検知層 

設定した間げきが存すること。 

エ 気密性（検知液による漏えい検知設備を用いる二重殻タンクを除く。） 

検知層が気密であること。なお、確認方法は、「地下タンク及び地下埋設配管の定期点

検の指導指針について」(S.62.3.31 消防危第 23 号通知) の別添「検知層の加圧試

験」によること。 

４ 運搬、移動又は設置上の留意事項 

一般に、設置時等に留意すべき事項としては次のものがあること。 

⑴ 強化プラスチック製二重殻タンクを運搬し、又は移動する場合は、強化プラスチックを

損傷させないように行うこと。 

⑵ 強化プラスチック製二重殻タンクを設置する場合には、３⑺エの気密試験により気密性

を確認すること。 

⑶ 警報装置は、常時人のいる場所に設けること。 

５ 事務処理上の留意事項 

⑴ 許可 

消防法（以下「法」という。）第 11 条第１項の規定による、ＦＦ二重殻タンクの設置又

は変更の許可にあたっては、ＦＦ二重殻タンクの本体等及び漏えい検知設備にいて、次

の各項目に応じたそれぞれの事項が記載された図書が添付されていること。 

ただし、協会の認定を受けているＦＦ二重殻タンクにあっては、ＦＦ二重殻タンクの本

体等及び漏えい検知設備の試験結果通知書の写しが添付されている場合は、ア（４⑵に

規定する事項を除く。）及びイ（４⑶に規定する事項を除く。）について省略して差し支

えない。 

ア ＦＦ二重殻タンクの本体 

危政令第 13 条第２項第１号ロ、同項第２号ロに規定する基準に関する事項、同項第３

号に規定する安全な構造に係る基準に関する事項、１⑴～⑷、⑹、３、４⑵に規定す

る事項並びに別記に規定する材料試験、内圧試験及び外圧試験に係る試験条件、試験

方法及び試験結果の整理に関する事項 

イ 漏えい検知設備 

危政令第 13 条第２項第１号ロの規定による危省令第 24 条の２の２第４項の漏えい検

知設備は、２に規定する漏えい検知設備の構造等に係る基準に関する事項及び４⑶

に規定する事項 

ウ 埋設方法 
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危政令第 13 条第１項第１号のタンク室又は同号ただし書による埋設方法に係る基準

に関する事項及び１⑸に規定する埋設方法の基準に関する事項 

⑵ 完成検査前検査 

法第 11 条の２第１項の規定によるＦＦ二重殻タンクの完成検査前検査として行う水圧

検査は、外殻、補強措置及びノズル等（検知管を設ける場合には、検知管を含む。）を付し

た状態で実施するものとし、漏れ、又は変形しない構造を確認する方法としては、次の各

事項によること。 

ア 水圧試験の条件 

水圧試験は、圧力タンク以外のタンクにあっては 70㎪以上の水圧で、圧力タンクにあ

っては最大常用圧力の 1.5 倍の水圧で実施すること。この場合において外殻等に損傷を

与えないようタンク形状に合わせた架台に載せる等の措置を行い実施すること。 

イ 漏れの確認 

漏れについては、ＦＦ二重殻タンクの水圧試験を外殻等を取り付けた状態で実施する

ため、次の方法により実施する試験において圧力低下のないことを確認することをもっ

て漏れがないものと判断すること。 

(ｱ) 試験の準備と手順 

タンクの開口部は、バルブ、止め板等で閉鎖する（加圧状態を十分安全に維持、確

保できる強度を有する方法で行うこと。）とともに、次の計測機器等を取り付けるこ

と。 

・最小目盛が試験圧力の５％以下で読みとれ、記録できる精度を有する圧力計及び圧

力自記記録計 

・タンク内の水圧を 70㎪以上に加圧できる加圧装置 

(ｲ) 水の充填 

タンクの注水については、タンクに著しい影響を与えないような速度で行うこと。 

(ｳ) 加圧の方法 

ａ タンクに水を満水となるよう充填した後、加圧装置により所定の圧力まで 10分以

上かけ徐々に加圧すること。 

ｂ ａの状態において、10分間以上静置すること。ただし、タンク内の圧力が安定せ

ず低下を継続する場合にあっては、静置するまでの時間とすること。 

ｃ 静置後の 10分間の圧力変化を確認すること。 

(ｴ) 判定方法 

(ｳ)cにおいて圧力低下がある場合及び(ｳ)bにおいてタンク内の圧力が安定せず、静

置することがない場合のみを不合格とする。 

(ｵ) その他留意事項 

ａ 圧力は必ずゼロの状態から加圧を開始し、加圧状態の全体を把握すること。 

ｂ 加圧及び圧力の開放は、徐々に行うこと。 

ウ 変形の確認 
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変形については、水圧試験実施時に変形がないことを確認すること。ただし、水圧試

験時にわずかな変形が発生した場合であっても、水圧試験実施後に水圧試験前の形状に

戻る場合は変形がなかったものと取り扱うものとすること。 

⑶ 完成検査 

法第 11条第５項の規定によるＦＦ二重殻タンクの完成検査においては、ＦＦ二重殻タン

クの本体等及び漏えい検知設備について次の各項目に応じたそれぞれの事項を確認するこ

と。 

ただし、危険物保安技術協会の認定を受けているＦＦ二重殻タンクにあっては、ＦＦ二

重殻タンクの本体及び漏えい検知設備が許可申請書に添付された試験結果通知書及び図書

と同一の形状であること並びにＦＦ二重殻タンクの本体及び漏えい検知設備に試験確認済

証が貼付されていることを確認することにより代替して差し支えない。（４⑵及び同⑶に規

定する事項を除く。） 

ア ＦＦ二重殻タンクの本体及び漏えい検知設備 

別記に規定する材料試験、内圧試験及び外圧試験を市町村長等消防機関立会いの下に

実施し、試験結果の整理において基準内であることを確認するとともに、許可書どおり

に施工されていること。ただし、市町村長等が適当と判断する場合においては、材料試

験が実施される場合における立会いを要さないこととできる。 

イ 埋設方法 

許可書どおりに施工がされていることを確認すること。 

６ 強化プラスチック製二重殻タンクに係る定期点検 

漏えい検知設備のセンサー、警報装置等の機能に係る点検については、センサーの方式等

に応じて適切に行うこと。 

７ その他 

強化プラスチック製二重殻タンクの安全性に関し消防機関の審査・検査事務の効率化の一

助とするため、強化プラスチック製二重殻タンクに係る材質、構造・強度、製造方法等に係

る試験確認業務を危険物保安技術協会において実施する予定であること。 
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別図―１ 強化プラスチック製二重殻タンクの構造例 
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別記 

強化プラスチック製二重殻タンクの構造安全性の確認方法 

 

１ 材料試験（構造に関する事項に限る。） 

⑴ 試験片 

試験片は、地下貯蔵タンク（地下貯蔵タンクと外殻の成型方法が異なる場合は外殻も含

む。）の一部から切り出したもの又は当該タンクの構造と同一条件で製作したものを用いる

こと。 

⑵ 試験方法 

ア 引張試験は、引張強さ及び引張弾性をそれぞれ１０個の試験片について、JIS K 7054

「ガラス繊維強化プラスチックの引張試験方法」によって行い、平均値を求めること。 

この場合において試験速度は、原則として当該規格の速度Ａとすること。 

なお、引張強さについては、標準偏差を求めること。 

ポアソン比については、３以上の試験片において測定した平均値により求めること

を原則とするが、既往の試料から推定が可能な場合はこれによることができること。 

イ 曲げ試験は、曲げ強さ及び曲げ弾性率をそれぞれ 10 個の試験片について、JIS K 

7055「ガラス繊維強化プラスチックの曲げ試験方法」によって行い、平均値を求めるこ

と。 

なお、曲げ強さについては、標準偏差を求めること。 

⑶ 試験結果の整理 

許容応力（２の⑶に使用）は、次の式により算出すること。 

 

４

－２・（
ｆｔ＝

St)Xt

 

   ４

）－２・（
ｆｂ＝

SbXb

 

 

ここに、ｆｔ：引張りの許容応力     Ｘｂ：曲げ強さの平均値 

    ｆｂ：曲げの許容応力      Ｓｔ：引張強さの標準偏差値 

    Ｘｔ：引張強さの平均値     Ｓｂ：曲げ強さの標準偏差値 

２ 内圧試験及び外圧試験 

内圧試験及び外圧試験は、それぞれ次によって行い、その各状態において、ひずみ及び変

形を測定し、１の材料試験の結果から⑶の安全性の確認を行い、また、試験後において目視

によって測定箇所以外の変形等による異常の有無の確認を行うものとすること。 

内圧試験及び外圧試験は、同一の強化プラスチック製二重殻タンクを用いて行うこと。 

この場合において、内圧試験及び外圧試験の順序は、どちらが先でも差し支えないこと。 

⑴ 内圧試験（危省令第 24条の２の４第 2号に定める安全な構造の確認） 
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ア 試験圧力 

試験圧力は、70KPa以上の水圧とすること。ただし、圧力タンクにあっては、最大常用

圧力の１．５倍以上とすること。 

イ 試験方法 

地下貯蔵タンク及び外殻に大きな応力が発生すると予想される箇所の内外面に２軸ひ

ずみゲージを張り、タンクを設置する基礎と同じ構造の基礎に固定し、タンクに水を注

入して加圧し、４段階以上の荷重で主軸方向のひずみ及び変形を測定すること。 

測定箇所は、大きな応力が発生すると予想される鏡部分、接合部分、アンカーで固定

される部分、地下貯蔵タンクの構造上の補強措置（スティフナー）の部分等を重点的に

200ポイント以上とすること。ただし、有限要素法（ＦＥＭ）による解析等により、大き

な応力が発生する箇所が予想されている場合は、測定箇所を減少することができる。 

この場合において、次の点に留意すること。 

①主軸方向をｘ、ｙとし、内外の同じ位置のものを一組として１箇所とすること。 

②主軸方向が不明の場合は、３軸ゲージによって主ひずみを求めること。 

③変形は、主要な箇所２箇所以上で、かつ、２方向以上計測し、最大目盛１／50  ㎜

以下の変位計を用いて各荷重段階において計測すること。 

④温度差による誤差が生じないよう管理を行うか、又は補正等を考慮すること。 

⑤荷重段階は、試験圧力を４以上に等分して行うこと。 

⑥圧力保持時間は試験圧力時において１時間以上とすること。 

ウ 試験結果の整理 

(ｱ) ひずみの算出 

ｘ、ｙ方向の引張ひずみと曲げひずみは、測定された主ひずみを用い、次の式により

算出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに、εｔｘ、εｔｙ ：ｘ、ｙ方向の引張ひずみ 

εｂｘ、εｂｙ ：ｘ、ｙ方向の曲げひずみ 

εｘｉ、εｙｉ ：測定点における内表面の主ひずみ 

εｘｏ、εｙｏ ：測定点における外表面の主ひずみ 

(ｲ) 応力の算出 
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引張応力と曲げ応力は、１の材料試験の結果における平均弾性率及びポアソン比を

用い、次の式により算出すること。 

 

 

ここに、 σｔｘ、σｔｙ ：ｘ、ｙ方向の引張応力 

σｂｘ、σｂｙ ：ｘ、ｙ方向の曲げ応力 

Et、Eb   ：材料試験によって求めた引張弾性率及び弾性率 

ν     ：使用材料のポアソン比 

⑵ 外圧試験（危省令第 24条の２の４第 1号に定める安全な構造の確認） 

ア 試験方法 

タンクを設置する基礎と同じ構造の基礎を水槽に設け、当該基礎にタンクを固定し、

水槽内に水を注入し、４段階以上の荷重で主軸方向のひずみ及び変形を測定すること。 

最高水位は、タンクの最上部の外殻の外面から 50ｃｍ以上の高さとし、タンク底部か

ら最高水位までをほぼ４以上に等分した高さの水位ごとに測定すること。 

測定箇所は、大きな応力が発生すると予想される鏡部分、接合部分、アンカーで固定

される部分、地下貯蔵タンクの構造上の補強措置（スティフナー）の部分等を重点的に

200ポイント以上とすること。ただし、有限要素法（ＦＥＭ）による解析等により、大き

な応力が発生する箇所が予想されている場合は、測定箇所を減少することができる。ま

た、水位保持時間は、最高水位時において１時間以上とすること。 

なお、この試験における留意点は、⑴イの①から④までと同様であること。 

イ 試験結果の整理 

ひずみ及び応力の算出は、⑴ウの例によること。 

⑶ 構造安全性の確認 

ア 変形量の確認 

内圧試験及び外圧試験結果において、変形量が地下貯蔵タンクの直径の３％以内であ

ること。この場合において、タンク形状が矩形等の場合にあっては、短辺方向の内寸法

を指すものであること。 

なお、測定箇所は、大きな応力が発生すると予想される鏡部分、接合部分、アンカー

で固定される部分、地下貯蔵タンクの構造上の補強措置（スティフナー）の部分等を重

点的に１０箇所以上とすること。 
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イ 応力度比の確認 

内圧試験及び外圧試験において算出された発生応力（σｔｘ、σｔｙ、σｂｘ、σｂｙ）及び

許容応力（ｆｔ、ｆｂ）がすべての測定点について、次の式をいずれも満たすことを確

認すること。 
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第 22 節 地下貯蔵タンクの漏れ防止構造について 

（S.62.7.28消防危第 75号通知） 

１ 漏れ防止の構造の例 

危険物の漏れを防止できる構造としては、地下貯蔵タンクを適当な防止の措置を講じた

厚さ 15㎝（側方及び下方で 30㎝）以上のコンクリートで被覆し、かつ、危政令第 13条第

３項の基準に適合することとされているが、その例としては、図１―１〜図５に示すもの

があること。なお、これらの例における被覆コンクリート、タンク上部のふた（以下「上

部スラブ」という。）等については、被覆コンクリート、上部スラブ等に作用する荷重に対

して、各部分が許容応力を超えないものであることが強度計算等により確認されたもので

あるので、本例により設置する場合には、設置⼜は変更許可申請書に強度計算書等の書類

の添付を要しないものであること。 

２ その他留意事項 

⑴ 地下貯蔵タンクを設置する地盤は、タンク等の荷重に対する十分な支持力を有するとと

もに沈下及び液状化に対する安全性を有するものであること。 

⑵ 地下貯蔵タンクの設置にあたってコンクリートに適当な防水の措置を講じるための留意

点としては、次の事項が挙げられること。 

ア コンクリートは、タンク本体の損傷等を防止しながら、コンクリートの凝固状態を確

認し、ゆっくりと連続して打設すること。また、分割して打設する場合には、打ち継⽬

に間隙が生じないよう措置すること。特にタンクの底部の隅々までコンクリートが行き

わたるように注意するとと に、コンクリート中のエアー抜きを十分に行うこと。 

イ 被覆に用いるコンクリートは、水密性の大きいものとし、ひび割れが出ないよう、材

料及び配合に留意するとともに、粗骨材、コンクリート強度等を考慮し、コンクリート

打設時は、バイブレーション等を十分に行い、打設コンクリートの締固めを十分に行う

こと。 

ウ コンクリート打ち込み後５⽇間は、散水その他の方法で湿潤状態を保つよう養生する

とともに、コンクリートの温度が５℃を下らないように管理し、この間は、有害な振動

及び衝撃を与えないよう注意すること。 
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